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あ い さ つ

アンニョン ハシムニカ。（こんにちは）

近畿税理士会会長の宮口定雄でございます。

釜山地方税務士会 金
キム

成
ソン

謙
ギョム

会長様 並びに 役員の皆様方には、ご多忙の

ところ日本にお越しいただき、大阪でお会いできますことを大変うれしく思います。

貴会と当会は、１９９１年に 友好親善合意書を調印して以来、親善交流を深めて参

りましたが、２００５年からは、総会での相互交流だけでなく学術的な面から互いに研鑚

して、より一層充実した交流を行うことを目的に毎年「学術討論会」を開催し、今回で５

回目を迎えました。

今年は、貴会のテーマが、付加価値税の税金計算書電子化と税務士名称使用独

占です。

現在電子申告が完全に定着段階に入っている貴国において、付加価値税法上、

非常に重要である税金計算書が、来年１月から電子化されるという画期的な制度の概

要について教えていただき、そして、２００３年１２月３１日の法改正により認められた税

務士の名称使用独占の実状について教えていただきたいと思います。

本会からのテーマは、書面添付制度と会計参与制度です。書面添付制度について

は、意見聴取制度とともに、税理士の権利として

更なる普及・定着を図るための環境が整備されましたが、その現状と今後の展望につ

いてご説明いたします。また、会計参与制度については、第２回学術討論会において

ご紹介させていただきましたが、その後の経過と現在の状況についてご説明させてい

ただきたいと思います。

私たちはともに、国民に信頼される税務に関する専門家として、隣国同士、いろいろ

な制度上の取組みについて、情報交換し、学びあいながら、この友好関係を継続・発

展させていきたいと思います。

本日は限られた時間ではございますが、この学術討論会が相互理解と友好をさらに

深める有意義なものとなりますことを心から念願しております。

結びにあたり、貴会の益々のご発展と 金
キム

会長様並びに役員皆様のご健勝とご隆

盛を心からお祈り申し上げてご挨拶といたします。

カムサハムニダ。

２００９年１０月１３日

近 畿 税 理 士 会

会 長 宮 口 定 雄
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会 長 挨 拶

こんにちは。 釜山地方税務士会 会長 金 成 謙 です。

宮口定雄会長をはじめとした、近畿税理士会会員の皆様！

今日皆様にお会いできる喜びを、言葉で表現するのが本当に難しいです。

両会は、１９９１年友好親善合意を結んで以来、毎年度重なる出会いと、特に昨年まで4回

にかけて行われた学術討論会を通じて、友情を確かめました。

これは我々の出会いが、成熟期に達し、さらに一層、成熟した段階に入ったと考えられます。

今後も相互理解と協力を土台して、両会の関係を一層発展させていこうと今更のように提案

いたします。

今、韓国と日本をはじめとした、東北アジアは新しい時代変化に直面しています。 新しい

東北アジアの秩序は、平和に基づいた相互尊重と協力を通じて、共生する関係でなければな

らないと考えます。 釜山地方税務士会と近畿税理士会の友好親善関係もそのような方向に

進展して、進まなければならないでしょう。

今まで、いつもそのようにしてきたように、今日も我々は、この学術討論会を通じて、皆様か

ら多くのことを学んで帰る事を期待しています。 韓国の税務士制度は納税協力費用に対する

市民団体の批判等、対内外的に色々難しい状況にあります。 このような状況に対して賢く対

処していかなければなりません。

韓国税務士会はこの状況に屈せず、より積極的に未来を準備しています。 去る8月には、

会員６０％が投資して、電算法人“Hangil TIS”をスタートさせました。ドイツの"DATEV"に匹敵

する電算法人を持つことが私たちの夢です。

時間が許す限り、多くの情報を交換することを願っています。

皆様の暖かい歓待に心より感謝し、この討論会のためで苦労された、すべての方々のご苦

労を誉め讃えます。

最後に、近畿税理士会 宮口定雄会長をはじめとする、すべての役員と会員皆様のご健勝

とご健康を祈って、私の挨拶に終えたいと思います。 ありがとうございます。

２００９年１０．１３

釜山地方税務士会 会長 金 成 謙
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題目 ： （日本/主題）書面添付制度－中小企業 誠實申告検証制 導入－

平成21年10月13日（火）

第 ５ 回 日 韓 学 術 討 論 会

於 ： 近 畿 税 理 士 会 館

日本における書面添付制度の変遷と今後の展望について

― 韓国・中小企業「誠実申告検証制度」の導入に向けて ―

近 畿 税 理 士 会
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１ 書面添付制度の変遷と概要

１．１ 書面添付制度の変遷

（１）昭和２６年

現行の税理士法が施行され、制定時から不服申立てに係る調査の意見聴取制度が

設けられていた。

（２）昭和２８年

日本税理士会連合会の税理士法改正要望書において、「税務計算書類の監査証

明」を税理士業務に加える要望をして、当時の大蔵主税局は、税務監査の必要性を認

めず、代替案として書面添付制度の創設を盛り込まれた。

（３）昭和３１年

税理士法第33条の２第１項に書面添付制度が創設された。この法改正により、税理

士が申告書の作成に関してどの程度内容を調査し、責任を持って作成したものである

かについて、その責任の程度を明らかにするとともに、税務に関する専門家である税理

士が計算し、整理し又は相談に応じた事項を記載した書面が添付できることとされ、税

務行政庁もこれを尊重することとして、現行税理士法第35条第２項に規定される「更正

処分前の意見聴取制度」が創設された。

（４）昭和５５年

税理士自らが作成した「計算事項等を記載した書面の添付制度」に新たに「審査事

項等を記載した書面の添付制度」が創設された。これは、納税義務者が自分で作成し

た申告書に対して税理士が適法性について審査を行い、その結果を記載した書面を

申告書に添付することができることとするものである。この改正に伴い、更正処分前の

意見聴取制度にも適用されるとともに、税理士業務の全対象税目に拡大された結果、

申告納税方式の全ての申告書が書面の添付対象範囲となった。

（５）平成１３年

平成13年の税理士法改正で、税理士法第35条（意見の聴取）第１項に「調査に係る

事前通知前」の意見聴取制度が新設されたことに連動して書面添付制度が拡充し、実

施効果を上げるための施策として、現行の書面添付制度が体系化された。この改正に

伴い、税務官公署の職員が、あらかじめ日時場所を通知して申告書に係る帳簿書類を

調査する際、税理士法第30条（税務代理権限の明示）に規定される税務代理権限証

書を提出している税理士が、申告書に書面を添付している場合には、その通知をする

前に、税理士に対して添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなけ

ればならないとされた。
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なお、書面添付制度の空洞化を埋めるものとして、昭和46年から、他局に先駆けて

名古屋国税局管内で実施されてきた「確認書添付制度」は、平成13年の税理士法改

正に伴い、廃止されている。この「確認書添付制度」は、納税者自ら正しい申告と納税

を行うという申告納税制度の理念に近づけるための試みとして、申告に際して税理士が

納税者の信頼に基づき、責任と良心を以って申告内容の確認を行い、「申告内容の確

認書」を確定申告書に添付することができるものとされていた。

（６）その後の動向－「書面添付制度の普及・定着」に関する合意－

日本税理士会連合会と国税庁が、平成19年８月に設置した「書面添付制度の普及・

定着に関する協議会」において、平成20年６月13日に本制度普及に向けた取組みに

ついて合意事項が取り交わされ、日本における書面添付制度の更なる普及・定着に関

する環境が整備されている。（具体的な整備事項については、第２章を参照願いたい）。

参考資料 (Page 201)

１．日本税理士会連合会・国税庁「書面添付制度の普及・定着」文書，平成20年６月

13日合意
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１．２ 税務代理権限関係（税務代理権限証書）

書面添付制度における事前通知前の意見聴取は、税理士法第33条の２に規定する書面

と税理士法第30条に規定する税務代理権限証書を「合わせて」提出することが要件となっ

ている。この税務代理権限証書は、日本において税理士又は税理士法人が依頼者からの

授権行為を税理士法上明らかにする書面として規定されている。

なお、従来、税務代理権限証書の様式は定められておらず、各税理士会単位で委任状

として任意な書式が使用されていたが、改正税理士法により様式が統一された。

○ 税理士法30条（税務代理の権限の明示）

税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する

書面を税務官公署に提出しなければならない。
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１．３ 書面添付制度の概要

書面添付制度は、税理士又は税理士法人だけに認められた権利と位置づけられ、添付

することができる申告書は、申告納税方式の国税又は申告納付もしくは申告納入方式の地

方税のすべてとなっている。また、添付書面については、関与形態の違いにより、次の二つ

に区分されるが、添付書面の様式については、先述の日本税理士会連合会・国税庁「書面

添付制度の普及・定着」合意文書に基づき、国税庁より、平成20年６月24日付で添付書面

の様式の改善に関する「法令解釈通達」が発令されている（様式は、下記の資料を参照）。

参考資料 (Page 203)

２．「税理士法第30条及び第33条の２に規定する書面の様式の制定について」の

一部改正について（法令解釈通達），平成20年６月24日制定

（１）計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面

（税理士法第33条の２第１項）

税理士又は税理士法人が申告書を作成した場合には、その申告書の作成に関して、

計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面を、当該申告書に添付すること

ができる。この添付書面に記載すべき内容は、申告書を作成した税理士自身が、計算

し、整理し、相談に応じた事項であり、納税者が計算し、整理した事項ではない。

申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項とは、申告書に記載さ

れた課税標準等について、例えば、①伝票の整理、②各種帳簿の記入、整理及び計

算、③損益計算書及び貸借対照表の計算及び作成、④税務に関する調整、⑤所得金

額及び税額の計算、⑥これらに関する相談等に関して、どの段階から具体的にどのよう

に関与してきたかの詳細を示している。また、依頼者が自ら作成した損益計算書及び

貸借対照表について、関係帳簿や関係原始記録との突合等により、これらの財務書類

が正確に作成されているかどうかをチェックした場合には、何によって、どのような方法

により、どの程度まで確認したかの詳細を記載することとなる。

（２）審査した事項及び法令の規定に従って作成されている旨を記載した書面

（税理士法第33条の２第２項）

税理士又は税理士法人が、他人が作成した申告書に対して相談に応じて審査し、

当該申告書が法令の規定に従って作成されていると認めたときは、その審査した事項

及び法令の規定に従って作成されている旨を記載した書面を、当該申告書に添付す

ることができる
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他人が作成した申告書を審査する場合とは、例えば、依頼者が作成した申告書につ

いて、その当否のチェックのみを行い、税理士の指導に基づいて依頼者が申告書を修

正して完成させるような場合が該当し、税理士が依頼者からどのような相談を受け、審

査にあたってどのような帳簿の提示を受け、どのような事項の審査を行い、どのような結

果であったかを記載するものである。また、審査に関して、顕著な増減事項や会計処理

方法の変更等があった場合には、その内容や理由等も記載する。

○ 税理士法第33条の２（計算事項、審査事項等を記載した書面の添付）

① 税理士又は税理士法人は、国税通則法第16条第１項第１号に規定する申告納税方式又は地方税法第1

条第1項第８号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載

した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省

令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

② 税理士又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したもの

につき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従って作

成されていると認めたときは、その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従って作成されている

旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

③ 〔省略〕
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１．４ 意見聴取制度の概要

税理士法第35条に規定する意見聴取制度は、平成13年の税理士法改正において創設

された事前通知前の意見聴取（第１項）と、従来からの更正処分前の意見聴取（第２項）、不

服申立てに係る調査の意見聴取（第３項）の三つに区分される。

（１）事前通知前の意見聴取

平成13年の税理士法改正で創設された「事前通知前の意見聴取」制度により、連動

する書面添付制度の適用範囲が飛躍的に拡充することとなった。

この規定は、税務職員は、あらかじめ事前通知を行ったうえで調査を行う場合で、税

理士法第33条の２に規定する書面が申告書に添付され、かつ、税務代理権限証書を

提出している税理士又は税理士法人があるときは、添付書面に記載された事項に関し

て、税理士又は税理士法人に意見を述べる機会を付与しなければならない。この効果

としては、申告書に添付書面が添付され、税務代理権限証書が提出されている場合に

は、原則として「事前通知前に税理士に対して意見聴取が行われる」ことになり、その段

階で疑義が解消し、結果として実地調査が省略されることがある。また、実地調査があ

っても、事前に意見聴取が済んでいることから、納税義務者にとっても税務調査におけ

る受忍義務が回避又は軽減されるなどの長所がある。ただし、納税義務者に対する事

前通知を予定していない調査については、除外されていることに留意する。

（２）更正処分前の意見聴取

添付書面が添付された申告書に対して、国税通則法又は地方税法の規定によって

更正処分を行う場合で、その更正処分の基因となる事実について添付書面に記載が

あるときは、当該税理士に意見を述べる機会を付与しなければならない。ただし、申告

書及びこれに添付された書類を調査するだけで、更正すべき事実が明らかである場合

には、この限りではないことに留意する。

（３）不服申立てに係る調査の意見聴取

国税不服審判所の担当審判官又は地方公共団体の長は、租税についての不服申

立てに係る事案について調査する場合において、当該不服申立てに関して税務代理

権限証書を提出している税理士又は税理士法人があるときは、当該税理士又は税理

士法人に意見を述べる機会を付与しなければならない。
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○ 税理士法第35条（意見の聴取）

① 税務官公署の当該職員は、第33条の２第１項又は第２項に規定する書面（以下この項及び事項において

「添付書面」という）が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじ

めその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定によ

る書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載

された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

② 添付書面が添付されている申告書について国税通則法又は地方税法の規定による更正をすべき場合に

おいて、当該添付書面に記載されたところにより当該更正の基因となる事実につき税理士が計算し、整理し、

若しくは相談に応じ、又は審査していると認められるときは、税務署長（当該更正が国税庁又は国税局の当

該職員の調査に基づいてされるものである場合においては、国税庁長官又は国税局長）又は地方公共団体

の長は、当該税理士に対し、当該事実に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、申告書及

びこれに添付された書類の調査により課税標準等の計算について法令の規定に従っていないことが明らか

であること又はその計算に誤りがあることにより更正を行う場合には、この限りでない。

③ 国税不服審判所の担当審判官又は地方公共団体の長は、租税についての不服申立てに係る事案につい

て調査する場合において、当該不服申立てに関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるとき

は、当該税理士に対し当該事案に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

④ 〔省略〕
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１．５ 書面添付制度と意見聴取制度の関係

日本における書面添付制度とは、税理士法第33条の２に規定する「書面添付制度」と、税

理士法第35条に規定する「意見聴取制度」を総称したものである。平成13年の税理士法改

正において「事前通知前の意見聴取制度」が創設されたことにより、書面添付制度の枠組

みを維持しながら、その存在意義を飛躍的に拡充させ、平成14年４月１日から新たに運用

が開始されている。したがって、税理士法第33条の２に規定される書面添付制度の変遷は、

税理士法第35条に規定される意見聴取制度の変遷でもあり、税理士法第30条に規定され

る税務代理権限の明示を以って運用されている。

なお、税理士法第35条に規定する意見聴取制度は、先述のとおり３種類あるが、その適

用関係は、税理士法第33条の２に規定する添付書面と、税理士法第30条に規定する税務

代理権限証書の有無によって異なり、これらを整理すると下表のとおりとなる。

したがって、事前通知前の意見聴取制度は、添付書面が申告書に添付され、かつ、税務

代理権限証書が提出されている場合に限り、適用される。

また、この制度の本質は、税理士法第１条にいう税理士の公共的使命を実務上で具体的

に実践していることを表明するものであり、さらに、その趣旨は税理士が申告書の作成に関

し、どの程度の内容にまで関与し、その申告書を税務の専門家として、独立した公正な立場

から、どのように調整したものであるかを明らかにし、その結果、正確な申告書の作成に資

することにある。

添付書面 税務代理権限証書

①事前通知前の意見聴取 ○ ○

②更正処分前の意見聴取 ○ ×

③不服申立てに係る調査における意見聴取 × ○

○ ･･･申告書への添付又は提出が意見聴取の要件とされるもの

× ･･･意見聴取の要件として要求されていないもの

○ 税理士法第１条（税理士の使命）

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納

税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

（昭55法第26号改正）
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２ 書面添付制度が与える効果と留意点 / 添付書面作成への実務的対応を中心に

２．１ 日本税理士会連合会「添付書面作成基準（指針）」の制定

日本税理士会連合会では、先述の日本税理士会連合会・国税庁「書面添付制度の普及・

定着」合意文書に基づき、添付書面作成にあたっての留意点や作成の基準となる「添付書

面作成基準（指針）」を、平成21年４月１日に制定した。その指針では、「添付書面作成にあ

たっての留意点」として次の４点を挙げている。

二 添付書面作成に当たっての留意点

１ 書面添付はあくまでも税理士の権利に基づくものであり、税務の専門家として納税者と

の委嘱契約に基づき、信頼関係を基本として行うものである。

２ 税理士の関与の程度と確認事項を開示し、申告書の適正性を表明するものであるが、

申告書の内容を全面的に保証するものではない。

３ 法令を遵守し納税義務の適正な実現を図るために行った業務の結果は申告書に反映

されるが、添付書面は、その内容を更に詳細に開示するものである。

４ 書面の１欄から５欄は、計算し、整理し、相談に応じた事項を明らかにするものであり、こ

れらの欄に全く記載がないものは、税理士法第３３条の２に規定する書面に該当しない。

この指針によって添付書面の意義が明確にされるとともに、添付書面は税理士法による

税理士固有の権利として作成されること、また、納税義務者からの委嘱契約に基づく税理士

業務の一環であることが明らかにされている。

しかしながら、添付書面は、申告内容を全面的に保証するものではなく、また調査省略を

目的とするものではないことに留意しなければならない。税理士は、申告書調製に係る過程

を添付書面に詳細に記載するとともに、この指針を書面添付制度の意義に沿って活用する

ことが期待される。よって、この指針の具体的な作成基準や各論については、一般的な申

告書について、一般的に記載すべき事項や記載の程度（進捗度）を例示している内容とし

て参考にすべきものとされている。

参考資料 (Page 214)

３．日本税理士会連合会「添付書面作成基準（指針）」，平成21年４月１日制定
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２．２ 国税庁「書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等につ

いて（事務運営指針）」の制定

国税庁では、先述の日本税理士会連合会・国税庁「書面添付制度の普及・定着」の合意

文書に基づき、意見聴取後に、調査省略を行った場合には、原則として文書による調査省

略通知を行う旨の「事務運営指針」が、平成21年４月１日に制定された。

この事務運営指針の改正は、文書による「調査省略通知（意見聴取結果についてのお知

らせ）」を行うための要領を定めるために実施されたものであり、本年７月10日以降運用が開

始されている。

まず、制度の呼称について、改正前の事務運営指針で「新書面添付制度」としていたもの

を、改正後は「書面添付制度」と変更している。事務運営指針は、「書面添付制度を適性に

運用し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図っていくためには、書面添付制度の一層の

普及・定着を図る必要があることから、日本税理士会連合会と協調して、その普及等に取り

組むこととしている。」とし、書面添付制度の普及・定着のためには、国税庁と日本税理士会

連合会の協調が不可欠であることを事務運営指針のなかで明確にしている。

また、その一環として、日本税理士会連合会において先述の「添付書面作成基準（指針）」

が定められたことを明記し、この指針を参考に作成された添付書面について、税理士法第3

5条第１項に規定される「事前通知前の意見聴取」の結果、調査の必要性がないと認められ

た場合は、税理士に対して「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面により通知

することとされた。

以下、事務運営指針に規定される「意見聴取の実施（法人課税部門）」について概説する

が、この改正事務運営指針の制定に伴い、日本税理士会連合会「添付書面作成基準（指

針）」と連動して書面添付制度の運用に当たっての環境が整備されたといえる。

参考資料 (Page 233)

４．国税庁「法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な

考え方及び事務手続き等について（事務運営指針）」，平成21年４月１日制定
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（１）事前通知前の意見聴取の実施

統括官等は、申告書に添付書面の添付がある法人に対し実地調査を指令する場合に

は、事前通知を行わないこととしたときを除き、事前通知を行う前に税務代理権限証書に

記載された税理士等に対し添付書面の記載事項について意見聴取を行うよう調査担当

者に指示する。なお、添付書面の各欄に全く記載がないものは、添付書面が添付されて

いたとしても補正依頼、意見聴取等を行う必要はないことに留意する。

（２）意見聴取の時期、方法

調査担当者は、事前通知予定日の１週間から２週間前までに税務代理権限証書に記載

された税理士等に対し意見聴取を行う旨を口頭（電話）で連絡し、意見聴取の日時、方

法を取り決める。この場合、意見聴取は事前通知予定日の前日までに了することとし、原

則として税理士等に来署依頼する方法により行う。

（３）意見聴取の内容

意見聴取は、税務の専門家としての立場を尊重して付与された税理士等の権利の一つ

として位置付けられ、添付書面を添付した税理士等が申告に当たって計算等を行った事

項に関することや、意見聴取前に生じた疑問点を解明することを目的として行われるもの

である。したがって、こうした制度の趣旨・目的を踏まえつつ、意見聴取により疑問点が解

明した場合には、結果的に調査に至らないこともあり得ることを認識し、例えば顕著な増

減事項・増減理由や会計処理方法に変更があった事項・変更の理由などについて個別・

具体的に質疑を行うなど、意見聴取の機会の積極的な活用に努める。ただし、個別・具

体的な非違事項の指摘に至った場合には、加算税の問題が生じ得ることに留意する。

（後記６による、本稿第３章３．１ 事前通知前の意見聴取後に提出された修正申告書

に係る加算税の取扱いを参照。）また、更正や修正申告のしょうようには至らないが、じ後

の申告や帳簿書類の備付け、記録及び保存に関して指導すべき事項があるものについ

ては、意見聴取の際に、その指導事項について税理士等に十分説明する。

（４）意見聴取後の事務

調査担当者は、意見聴取を行った後、次の事項を「応接簿」に記載して統括官等の決裁

を了し、法人税歴表（間接諸税にあっては、間接諸税調査簿）に編てつする。なお、意見

聴取結果についてのお知らせを作成する場合は、応接簿と併せて決裁を受ける。

① 相手方、応接者、調査対象法人名、応接方法、応接日時

② 意見聴取した内容

③ 意見聴取した結果、税理士等に対して指導した事項

④ 調査への移行の有無

⑤「意見聴取結果についてのお知らせ」の送付要否

⑥ その他参考となる事項
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（５）意見聴取結果の税理士等への連絡

意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合には、税理士等に対し「現

時点では調査に移行しない」旨の連絡を、原則として「意見聴取結果についてのお知ら

せ」により行う。この通知を送付した場合は、当該意見聴取結果についてのお知らせ（税

務署控え）を法人税歴表に編てつする。

ただし、次に掲げるものに該当する場合には口頭（電話）により行う。なお、口頭（電話）

により意見聴取結果を税理士等へ連絡する場合には「意見聴取結果についてのお知ら

せ」を送付しない理由を併せて説明し、じ後の添付書面の適切な記載等が図られるよう指

導することに留意する。

また、税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を連絡した場合であっても、

その後申告書の内容等に対する新たな疑義が生じたときには、調査することを妨げるもの

ではない。その際、事前通知を行う場合には改めて意見聴取を行う。

① 課税上の指摘事項があるもの又は更正や修正申告のしょうようには至らないが、じ

後の申告や帳簿書類の備付け、記録及び保存に関して指導した事項があるもの

② 添付書面の各欄に記載がないもの

③ ②に掲げる各欄の記載はあるが、明らかに記載に不備がある又は内容が具体性に

欠けるなど、②に準ずると認められるもの

（６）意見聴取後に提出された修正申告書に係る加算税の取扱い

本稿第３章３．１ 事前通知前の意見聴取後に提出された修正申告書に係る加算税

の取扱いを参照。
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２．３ 税務代理権限証書記載事例・添付書面記載事例（法人税）

本節では、添付書面作成の実務的対応として、税理士法第30条に規定する「税務代理権

限証書」及び税理士法第33条の２第１項に規定する添付書面の記載例を提示する。

（記載事例は、次頁以降を参照願いたい。）

〔事例概要：法人税及び消費税〕

１．業 種

紙加工品製造業（化粧品箱等の紙製品の印刷製造業）

２．事業規模及び決算・申告資料

①青色申告

②売 上 高 300,000千円

③所得金額 6,000千円

④資 本 金 10,000千円

⑤従業員数 16名

⑥決 算 期 5月末

⑦消費税に関する事項

・基準期間の課税売上高 290,000千円

・税抜経理方式

３．事業及び決算に関する状況

①機械・設備が増加した。

②自己株式の取得・消却があった。

③子会社株式の売却があった。

４．関与状況等

（1）依頼者が作成している帳簿書類等

現金出納帳・売掛金元帳・仕入買掛金元帳・賃金台帳・受取手形帳

（2）税理士が作成している帳簿書類等

税理士が振替伝票の起票をしている。

決算書類・総勘定元帳・銀行帳・年末調整業務

（3）その他

試算表は毎月作成して、報告している。

５．書面作成税理士

〔開業税理士〕

税理士又は税理士法人 税理士 近 税 太 郎
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２．４ 添付書面作成にあたっての税理士の対応－ 実務的観点からの課題検証 －

日本における書面添付制度は、平成13年の税理士法改正において創設された事前通知

前の意見聴取に連動するかたちで、書面添付制度の適用範囲が飛躍的に拡充することと

なった。

しかしながら、書面添付制度に関する税理士の対応や見解には個々の課題もあることから、

本節では、実務的観点からの課題について検討を加えることとする。

（１）書面添付の有無によって関与先納税義務者を選別することにならないか。

（検 討）

顧問先の状況（関与年数、契約内容、企業規模、経営管理能力、経理環境など）に

よって差異が生ずるのは当然のことであり、いずれは「すべての関与先」に書面添付を

実践することを目指すとしても、対象となる企業を選別することは、やむを得ない。書面

添付制度は、税理士又は税理士法人が作成し、あるいは審査した場合の申告書ごとの

添付の判断を自らが行う制度であり、全ての申告書に添付することを予定するものでは

ない。税務に関する高度専門家として日頃の関与先指導の結果、適法性を保持した納

税義務者の申告書に添付することが税理士に課せられた社会公共的使命の実現につ

ながるものである。

（２）税理士に委嘱できない納税義務者には添付できないのだから不公平ではないか。

（検 討）

書面添付制度が税理士の権利として拡充されたことは、同時に社会公共的使命に

関する再認識を求められたともいえる。この使命を具現化し、そして担保するのが書面

添付制度の本質であり、委嘱を受けている納税義務者のみのメリットを図るものではな

い。結果として調査省略に伴う調査受任義務の軽減があるとしても、それは目的ではな

く、また、真正な申告書を条件とする書面添付制度は、委嘱を受けた納税義務者という

ことだけで書面を添付できるものではないことに留意しなければならない。

日本における申告納税制度のもと、将来的には税理士関与の納税義務者の増加に

伴い、すべての納税義務者が、この書面添付の可能性を享受できる段階もありうる。

したがって、現時点で単に税理士関与のない納税義務者が書面を添付できないと

いうことだけで、書面添付制度そのものを否定することはできない。

（３）記載事項と実地調査結果に不合がある場合、税理士の責任を問われないか。

（検 討）

税理士が添付書面に記載する事項は、申告書の作成に関して計算し、整理し又は相

談に応じた事項（税理士法第33条の２第１項）あるいは他人（納税義務者）が作成した

申告書に関して審査した事項（税理士法第33条の２第２項）である。
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したがって、申告書そのものを保証するものではなく、仮に非違事項があったとして

も、税理士法で規定される脱税相談の禁止や相当の注意義務違反の事実がなければ

責任は問われることはない。むしろ、より積極的に書面を添付し、これらの事実がないこ

とを自らが表明することが、結果として責任の範囲の明確化にもつながるものである。

（４）添付書面に虚偽記載がある場合は、懲戒処分の対象になるのではないか。

（検 討）

税理士法第46条では、「一般の懲戒」として、「税理士が、（税理士法）第33条の２第１項

若しくは第２項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若し

くは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、（税理士法）第44条に

規定する懲戒処分（戒告、１年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止）をする

ことができる。」としている。法治国家として、法令違反、書類に虚偽の記載をした場合

は、処罰対象となるのは当然のことである。添付書面の記載事項については、税理士

自らが計算し、整理し又は相談を受け、あるいは審査した事項が、仮にその後の実地

調査によって事実関係に相違が見受けられたとしても、税理士が知り得た情報に基づ

いて高度専門家としての判断と事実認定のもと記載されていれば、法文構成として反

射的に虚偽記載となるものではない。むしろ、明確に自分の責任の範囲を添付書面に

記載し、意見を表明することにより、自分自身の法的防衛を果たす役割も期待されると

ころである。

（５）税務行政の円滑化・簡素化にしか寄与しないのではないか。

（検 討）

書面添付制度は、あくまでも税理士の判断で、かつ任意、個別に添付されるものであり、

その記載事項も法定されているものではなく、税理士自らが意見を表明するものである。

税理士法第１条に規定されるところの税理士の公共的使命に基づき、租税に関する高

度専門家としての独立した公正な立場において、納税義務の適正な実現を図る一環と

して、書面は添付されるものである。この独立性は、租税法の適用に当たっての課税

権者（税務行政）又は納税義務者双方からの独立性を意味するものであり、自らの意

見を主張、表明する書面添付制度は、まさに税理士法第１条の使命を具現化するもの

である。他人（納税義務者）が作成した申告書を審査する場合も同様に、他人の作成

した申告書が適法に作成されているかどうかについて、税理士が審査し、その適法性

を表明することは、まさに納税義務の適正な実現を図るという税理士法の根幹に関わ

る社会公共的使命である。税務行政の円滑化・簡素化は、税理士法の求める税理士

の使命ではないものの、国家的な要請を踏まえ、その付託に自ら応えることに、下請的

な議論の余地はありえない。
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３ 意見聴取制度が与える効果と留意点

３．１ 事前通知前の意見聴取後に提出された修正申告書に係る加算税の取扱い

平成21年４月１日に制定された国税庁「事務運営指針」では、意見聴取後に提出された

修正申告書に係る加算税の取扱いについて、下記のように規定されている。

（６）意見聴取後に提出された修正申告書に係る加算税の取扱い

意見聴取を行い、その後に修正申告書が提出されたとしても、原則として、加算税は賦課し

ない。ただし、意見聴取を行った後に修正申告書が提出された場合の加算税の適用に当たっ

ては、・・・（略）・・・非違事項の指摘を行ったかどうかの具体的な事実認定により「更正の予知」

の有無を判断することになるから、修正申告書が意見聴取の際の個別・具体的な非違事項の

指摘に基づくものであり、「更正の予知」があったと認められる場合には、加算税を賦課すること

に留意する。

申告書が提出された後、税務署又は国税局の担当職員は、申告書審理や準備調査を通

じて実地調査対象の選定を行い（図Ａ）、実地調査の必要があると判断した場合には事前

通知予定日の前に「事前通知前の意見聴取」を実施することになる。この意見聴取の結果、

疑義が解決した場合には実地調査は省略されることもあり、また疑義が解決しない場合には

実地調査に移行することとなる。この過程において、いわゆる意見聴取実施後で実地調査

着手前の段階（図Ｂ又はＣ）で、修正申告書が提出された場合に、過少申告加算税が賦課

されるかどうか、が検証すべき事項となる。

この検証に当たっては、その修正申告書の提出が、「調査があったこと」により「更正のあ

るべきことを予知してされたもの」であるかどうかにより判断されることとなるが、これを規定し

た国税通則法第65条第５項の解釈に係る判例及び学説は、事実認定により多岐にわたり、

また争点とされている。

したがって、広義における調査が開始されている過程において、税理士等への事前通知

前の意見聴取の時点で、仮に納税義務者には未だ連絡もされていない段階、あるいは意見

聴取後、実地調査に着手されていないという段階だけを捉えて「無条件で加算税は賦課さ
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れない」と断定するものではなく、修正申告の対象とした具体的非違事項が、「どのような経緯

で」明らかにされたか、という個別の対応が必要となる。一考察としては、事前通知前の意見聴

取の段階、広義の調査着手後ではあるが、個別・具体的な非違事項の指摘を受ける前に、税

務代理権限を有する税理士が確認あるいは発見した事項について、納税義務者が自らの意

思で修正申告を決意し、実行した場合には「更正を予知したもの」ではなく、加算税が賦課さ

れることはない、といえる。

○ 国税通則法第65条（過少申告加算税）

① 期限内申告書（還付請求申告書を含む。第３項において同じ。）が提出された場合（期限後申告書が提出さ

れた場合において、次条第１項ただし書又は第６項の規定の適用があるときを含む。）において、修正申告書

の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第35条第２項（期限後

申告等による納付）の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少

申告加算税を課する。

② 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額（同項の修正申告又は更正前に当

該修正申告又は更正に係る国税について修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積

増差税額を加算した金額）がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金

額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金

額に、当該超える部分に相当する税額（同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額

に満たないときは、当該納付すべき税額）に100分の５の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

③ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 累積増差税額 第１項の修正申告又は更正前にされたその国税についての修正申告書の提出又は更

正に基づき第35条第２項の規定により納付すべき税額の合計額（当該国税について、当該納付すべき税

額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原

処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、次項の規

定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。）

二 期限内申告税額 期限内申告書（次条第１項ただし書又は第６項の規定の適用がある場合には、期限後

申告書を含む。）の提出に基づき第35条第１項又は第２項の規定により納付すべき税額（これらの申告書に

係る国税について、次に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とし、所得税、法人税、相続税又

は消費税に係るこれらの申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは当該税額を控除した

金額とする。）

イ 所得税法第95条 （外国税額控除）の規定による控除をされるべき金額、第１項の修正申告若しくは更正

に係る同法第120条第１項第５号 （確定申告書の記載事項）（同法第166条 （非居住者に対する準

用）において準用する場合を含む。）に規定する源泉徴収税額に相当する金額、同法第120条第２項

（同法第166条 において準用する場合を含む。）に規定する予納税額又は災害被害者に対する租税

の減免、徴収猶予等に関する法律 （昭和22年法律第175号）第２条 （所得税の軽減又は免除）の規

定により軽減若しくは免除を受けた所得税の額
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ロ 法人税法第２条第41号 （定義）に規定する中間納付額、同条第42号 に規定する清算中の予

納額、同法第68条 （所得税額の控除）（同法第144条 （外国法人に対する準用）において準用する

場合を含む。）、第69条（外国税額の控除）、第81条の14（連結事業年度における所得税額の控除）

若しくは第81条の15（連結事業年度における外国税額の控除）の規定による控除をされるべき金額、

同法第90条 （退職年金等積立金に係る中間申告による納付）（同法第145条の５ （外国法人に対す

る準用）において準用する場合を含む。）の規定により納付すべき法人税の額（その額につき修正申

告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額）又は同法第100条

（解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除）の規定による控除をされるべき

所得税の額

ハ 相続税法第20条の２ （在外財産に対する相続税額の控除）、第21条の８（在外財産に対する

贈与税額の控除）、第21条の15第３項及び第21条の16第４項（相続時精算課税に係る贈与税相

当額の控除）の規定による控除をされるべき金額

ニ 消費税法第２条第１項第20号 （定義）に規定する中間納付額

④ 第１項又は第２項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は

更正前の税額（還付金の額に相当する税額を含む。）の計算の基礎とされていなかつたことについて正

当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当

な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、

これらの項の規定を適用する。

⑤ 第１項の規定は、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、その申告に係る国税につい

ての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用し

ない。
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３．２ 質問検査権との関連性

税理士法第33条の２に規定される添付書面は、税理士の権利行使として添付するもので

あり、納税義務者の作成する、あるいは納税義務者に委嘱されて税理士が作成する税務書

類ではない。したがって、税理士法第35条第１項による事前通知前の意見聴取が行われる

のは税務当局と税理士等との関連においてのみのことであり、また、意見聴取の対象となる

のは税理士等の作成した添付書面の記載事項のみであって、申告書そのものの記載事項

ではない。

一方、質問検査権とは、税務職員が課税処分のために、納税義務者その他の者に対し、

法人税法第153条などの規定に基づいて認められている課税要件の事実に関する質問及

び検査を行う権限のことであり、税理士法第33条の２に規定される添付書面に係る意見聴

取は、あくまでも税理士等の自主的、かつ任意の添付書面に係る意見の聴取であり、意見

陳述の権利を付与するということであって、基本的には質問検査権の行使には該当しない。

また、税務当局も書面添付制度の運用にあたって、高度専門家たる税理士の立場を尊重

する観点から、意見聴取に際しては、記載された事項につき、個別・具体的な質疑を行うな

ど、意見聴取の機会の積極的な活用に努めることとしている。

○ 法人税法第153条（当該職員の質問検査権）

① 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する

調査について必要があるときは、法人（連結親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がそ

の連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、連

結子法人を含む。）に質問し、又はその帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を

含む。以下この編及び第162条第３号（偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪）において同じ。）その

他の物件を検査することができる。

② 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員は、連結親法人

の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、当該連結子法人

及び当該連結親法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
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３．３ 意見聴取にあたっての税理士の対応

書面添付制度の育成には、書面の記載内容の充実とともに積極的な意見聴取が必要であ

り、税理士にとっても、税務官公署にとっても意見聴取の機会を積極的に活用することが期

待される。税理士法第35条に規定される「意見聴取」の目的は、先述のとおり質問検査権の

要件の租税に関する「調査について必要があるとき」とは異なり、税理士により作成された申

告書又は税理士が審査した申告書の内容を確認するために行われるものと考えられ、この

制度を普及・定着させていくためには、税理士及び税務官公署が互いに立法趣旨に沿った

運用に努めなければならず、信頼関係が基礎となる。

税務の専門家である税理士は、意見聴取の機会には積極的に意見表明すべきであり、

そのための心構えとなる留意点を次のとおり挙げたい。

（１）書面添付制度は、税理士に対して付与された権利の一つとして、税理士法第１条の「税理士

の使命」を具現化したものであり、税理士の立場を尊重し、税務執行の一層の円滑化等を図

るものである。

（２）意見聴取は、税務職員に対して課せられた義務的な規定として設けられており、事前通知前

の意見聴取は、税務代理権限証書を提出した税理士に対して行われるものである。

（３）書面添付制度の育成のためには、書面の記載内容の充実と積極的な意見聴取が必要であり、

制度の趣旨・目的を踏まえ、個別・具体的な意見や回答を行うなど意見聴取の機会の積極的

な活用が期待される。

（４）税理士法第33条の２に規定される添付書面については、事前通知前の意見聴取だけに限ら

ず、申告書の審理や調査の要否の判断においても活用される。

（５）関与先納税者の概況や経営状態を税理士がどの程度把握しているかをアピールし、書面に

記載されている確認事項の正確性を表明するものである。

（６）税理士の関与度合い及び税理士が計算し、整理した主な事項の記載内容には、税理士業務

のチェック体制及び正確性が表れる。

（７）顕著な増減事項の記載内容には、税理士の分析状況と検討事項の解明が行われているかが

表れる。

（８）顕著な増減事項については、その勘定科目に連動して増減する科目や消費税や源泉所得税

との関連についても確認する。又、てん末についても記載する。

（９）会計処理方法に変更等があった事項については、利益調整に結びつきやすい項目であるた

め、変更の理由及び妥当性の検討を確認する。

（10）書面の記載事項が少なかった場合や、記入しなかったものに対しても意見聴取においては

個別・具体的な説明を行う。
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【提出書面等とその対応ケース】

ー ー ー

税 権

税 条

税 条
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応
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３．４ 意見聴取に関する模擬事例（法人税）

本節では、意見聴取に関する実務的対応として、本稿「２．３ 税務代理権限証書記載事

例・添付書面記載事例（法人税）」において作成された、添付書面に係る意見聴取の模擬

事例を提示する。

〔事例概要：法人税及び消費税〕紙加工品製 造 業 （化 粧品 箱等 の紙 製品 の 印刷 製 造業 ）

登場人物 税 理 士：近畿税理士会 東支部所属 近税太郎会員

税務署職員：○○税務署 法人課税第一部門 ○○○○統括官

― お互いに自己紹介（名刺交換）―

署職員 本日はご多忙のところ、ありがとうございます。ただいまから株式会社○○○

の法人税確定申告書に添付されています書面の記載事項について、税理士

法35条により意見聴取をさせていただきます。添付された書面について先生の

ご意見をお伺いするわけですが、まずはこの法人の関与状況からお話しいただ

けますでしょうか。

税理士 当事務所では、毎月この会社に訪問し、会社が作成している現金出納帳、売掛

金元帳、買掛金元帳、賃金台帳、受取手形帳の記帳状況を確認の上、これら

を基に振替伝票を作成します。その月中の特殊な取引や仕訳が難しい取引に

ついてはその場で説明を受け、証憑類を確認してその仕訳を指導します。この

振替伝票を基にコンピューター入力し、毎月当事務所で総勘定元帳及び試算

表を作成しています。その際にも疑問点や問題点があれば、その都度電話とフ

ァックスで証憑等を確認して指導訂正を行ないます。そして、出来上がった試

算表を会社に報告しています。

決算では、すべての勘定科目について、改めてその内容を検討し、残高確認

できるものは確認作業をし、決算及び申告書作成業務には近畿税理士会が作

成した業務チェックリストを活用しています。その結果、提示を受けた帳簿書類

の範囲内において、この会社の決算書及び法人税申告書は法令の規定どおり

適性に作成されていると確信しています。

署職員 添付書面の「計算し、整理した主な事項」の記載について補足することがあれ

ば、説明してください。



77

税理士 売上、仕入・外注・製造経費、及び棚卸資産の決算処理に関しては、帳端の

計上、預け品の確認等記載のとおりで、月々の処理で振替伝票を当事務所が

作成していることから、深度の深い正確な損益の把握ができています。

また、タイムカードと賃金台帳も随時必要に応じて突合せをし、減価償却資産

も購入に際し、除却・下取りされたものがないか聞き取りをする等、架空の人件

費、簿外の資産がないこと等、適正な申告を行うよう常日頃から指導に努めてい

ます。特別税額控除の適用にあたり、確認した請求書、見積書等の資料は、今

日、持って来ていますし、不動産の購入に関する契約書、領収証等も持って来

ています。 （機械、器具備品、不動産の購入に関する資料を手渡す）

署職員 はい、拝見させていただきます。

確かに確認できました。ありがとうございます。

自己株式の取得・消却と子会社の株式については、その経緯についても説

明いただければありがたいのですが。

税理士 わかりました。まず、背景から説明します。

社長には３人の息子さんがいますが、そのうち、長男と三男はそれぞれ自分の

道を進んでいて、二男が家業を継ぐ予定です。しかし、二男は年も若く、経験も

不足しているため、まず、親会社でなく、子会社の社長としてスタートを切りまし

た。最近、社長は自分の健康に不安を覚え、もし、二男が一人前になるまでに

自分がリタイヤした時を考え、100％出資の子会社を自分のプライベートな会社

にし、最悪の時、事業売却も含めて親会社を整理し、二男には自分の器に合っ

たこの子会社を事業承継させるという考えが背景にあります。

この社長の意思を尊重して今回の案を立て、評価の問題を含め難しい案件

ですが、このような一連の作業を行ったわけです。

基本的な考え方とその方法は、社長所有の株式額面3,000,000円を親会社に

売却し、これにより得た資金をもとに子会社株式を購入するというものです。

社長から自己株式を購入した時及び子会社株式を社長へ売却した時の１株

当たりの評価明細書及び株式売買契約書、取締役会議事録のコピーを持って

来ていますので、ご覧下さい。

署職員 なるほど、わかりました。ありがとうございます。先生から他に何かご意見はござい

ませんか。

税理士 以上です。これで疑問点はすべて解消しましたでしょうか。他に疑問点があれ

ば、質問して下さい。出来る限り疑問点が解消するように説明します。そのため

に資料をたくさん持って来ています。
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署職員 先生の丁寧な説明をいただき、添付書面について、私の方からの質問はこれだ

けです。先生の方から補足事項はございませんか。

税理士 （忘れていたものを思い出す）

あっ！ 書面に記載するのを忘れた事項があります。書面を補足するということ

から意見を述べたい件があるのですが、よいでしょうか。

署職員 どうぞ、書面の補足事項としてお聞きします。

税理士 顕著な増減事項について補足しておきます。不動産の購入や設備投資等に

より借入金が増加し、これに伴い支払利息とこの借入金に伴う保証料や設備関

係の損害保険料も増加しています。これらの費用には前払分がありますので月

割計算により処理し、未経過分は資産勘定で適正に計上しています。

署職員 なるほど、これで支払利息、保険料の金額が多いことがわかりました。他に先

生から意見として述べられることはありませんか。

税理士 意見はこれだけです。

署職員 それではこれで意見聴取を終わります。先生には積極的にご意見をいただき

ました。先生のご指導のおかげで特に問題点は見当たりませんので、現時点で

は実地調査へ移行する必要はないと思いますが、再度検討させていただき、そ

の結果を通知させて頂きます。本日はご多忙のところありがとうございました。

ご苦労様でした。
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４ 書面添付制度が果たす意義

４．１ 社会環境の変化と税理士の責務

日本の社会環境は、昨年秋以降の世界的な景気後退を背景とした内外の設備投資や個

人消費の抑制をはじめ、国民の予想を超える域で大きく変化し、また質・量ともに変化してき

ている。日本における経済の状況と先行きについて、日本銀行の白川総裁は、平成21年８

月31日付の談話で「日本の景気は、今回の危機の震源地である米欧を大きく上回る、大幅

な景気の落ち込みを経験した。」と触れている。税理士を取り巻く環境もまた大きく変貌して

おり、税法やその取引の複雑化に伴って、平成13年税理士法改正を契機に、国税電子申

告・納税システム（e-Tax）や地方税ポータルシステム（eLTAX）の導入、中小企業会計基準

の検討、そして平成18年５月１日施行の会社法により、「会計参与」が新たな業務に加わっ

たことから、税務・会計の高度専門家としての税理士の地位が向上するとともに、その業務

分野は今後ますます多様化し、広がることが予測される。

このように、日本における税理士は、その社会的役割を高め、ビジネスチャンスを増加さ

せる一方で、その反面、税理士を取り巻くリスクも増大してきているのが現状であり、本稿の

主題である書面添付制度を含めて、我々税理士は、いかにして納税義務者に対して直接

的なサービスを提供し得るか否かが社会から要請されることとなる。

したがって、税理士法に規定された税理士の権利である書面添付制度を実践し、書面を

申告書に添付するに当たっては、単なる書面としての提出ではなく、高度専門家である税

理士が、事務所の業務水準と品質向上の観点から、その責務を果たすことを目的として、独

立した公正な立場において作成する姿勢が求められているといえる。

４．２ 金融機関等の対応と税理士の役割

日本における昨今の中小企業等に対する金融機関の融資動向については、企業を総合

的に判定するため、計数的指標となる財務諸表に加えて、税務申告書、科目内訳書に関す

る資料も当然に要求する傾向にある。金融庁の公表している「金融検査マニュアル」では、

中小企業に対する融資情勢の実情について「金融機関の中小・零細企業向け貸出金の安

全性の評価にあたっては、中小・零細企業の特性を踏まえ、その財務状況のみならず、企

業と代表者との一体性、企業の技術力や販売力等、企業の経営実態を踏まえて判断するこ

と」とされている。

日本における書面添付制度は、金融機関を対象としたものではないが、税理士が自己の

責任、そして権利として、真正な財務諸表に基づき適法で適正な申告書を作成したことを書

面により表明することは、その波及効果として、中小企業等関与先の金融機関における信

頼の醸成にも資すると思われる。このことは、企業情報のディスクローズが促進される情勢下

にあって、書面添付の効果が、税務当局との対応だけにとどまらず、広く金融機関をはじめ

とする他官庁や社会にその存在を知らしめるものとして期待される。
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４．３ 税理士の専門家責任

日本においては、従来、専門家責任が法的に問われていたのは、医療過誤や弁護過誤の

ように、医師や弁護士などであって、税理士の法的責任が追及される例は少ないと言われ

てきたが、近年は税理士の債務不履行に伴う損害賠償に係る事例は次第に増加しはじめ、

この他、自己負担により損害賠償金を支払っている事例も少なくないものと推測される。

こうした背景には、国際化の中での国民の権利意識の高まり、複雑化した社会の中での

専門家の社会的責務に対する期待とともに、委嘱者である国民の権利及び利益を擁護する

消費者保護の観点に立った司法の姿勢があり、現在、高度専門家としての税理士の業務の

あり方が厳しく問いかけられているといえる。

今日、このように税理士が専門家責任を問われる訴訟社会では、業務の遂行にあたって

専門家として適正な注意を払うことはもちろん、日頃から税務の専門家として知識、経験、能

力を高め、社会的負託に応えるべく自己研鑽に努めることは当然であり、また同時に、税理

士も法的な専門家責任を意識しておくべきであるといえる。

書面添付制度も、その範囲で税理士が自らの意思と責任で実践するものであり、書面を

添付しないという判断も重要な意思表示である。しかしながら、添付書面に明確に自分の責

任の範囲を記載し、意見を表明することは、税理士に付与された権利行使と結果として自分

自身の法的な防衛機能も果たすことから、今後、書面添付制度の積極的な活用が期待され

るところである。

４．４ 税務行政との信頼関係の醸成

日本における書面添付制度は、税理士の権利であり、申告書に書面を添付するか、また添

付書面を作成する場合にも記載内容については、その税理士の裁量に委ねられている。

一方、課税権者である税務官公署においても、添付書面の記載内容及び事前通知前の

意見聴取をどのように活用するかは、その担当官の裁量に委ねられているのが現状である。

したがって、この書面添付制度を普及・定着させていくためには、税理士及び税務行政が

互いに立法趣旨に沿った運用を図ることが要請され、信頼関係の醸成が基礎となる。

税理士は、この制度の趣旨に沿って添付書面を誠実に作成すること、そして高度専門家と

しての意見陳述をはじめとした力量が問われることになり、納税義務者に対しては一定水準

の業務の提供と適正な指導を常に行わなければならない。その過程において、書面添付制

度が普及し、成果が得られたとき、制度の立法趣旨が実現されたといえる。

また、税務行政は、この制度の運用にあたって、税理士の立場、意見を陳述する権利を

最大限尊重するとともに、調査に係る事前通知前の意見聴取においては、添付書面の記載

内容を可能な限り誠実に解釈し、適用すべきである。そして、平成21年４月１日に制定した

「事務運営指針」を職員に周知し、統一的な制度の運用が図られた結果、申告納税制度の

もと、最終的に納税義務者がその恩恵を享受できることが期待される。
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５ むすびにかえて ― 今後の展望について ―

本稿では、日本における書面添付制度について、添付書面の効果と留意点及び調査に係

る事前通知前の意見聴取の取扱いなど、制度の変遷を踏まえて、実務的対応を中心に論

を展開してきた。この制度は、平成13年の税理士法改正において創設された「調査に係る

事前通知前の意見聴取（税理士法第35条第１項）」に連動して書面添付制度の適用範囲が

飛躍的に拡充し、税理士法で付与された「税理士の権利」として運用が開始されたものであ

る。なお、書面添付制度における「調査に係る事前通知前の意見聴取」は、税理士法第33

条の２に規定する添付書面とあわせて、納税義務者から授権された税務代理権限を税理士

が有することを証する書面（税務代理権限証書）の提出が要件となる。

また、書面添付制度に関する税理士の対応や見解には個々の課題もあることから、本稿

では、実務的観点からの課題について検討を加えるとともに、あわせて日本における書面

添付制度が果たす意義について主張した。

しかしながら、先述のとおり添付書面の作成は任意であり、申告書に書面を添付するかど

うか、また、添付書面への記載内容についても全て税理士の裁量に委ねられている。

日本における書面添付制度の活用の状況は、平成13年の税理士法改正による適用範囲

の拡充後、年々徐々に向上しているものの、下表のとおり全国ベースで5.7％（法人税・平成

19事務年度）と、現在、醸成段階にある。

税理士法第33条の２に規定する書面の添付割合（法人税）

出典：国税庁「実績の評価書」（単位：％）

税理士が書面添付制度を積極的に活用することの必然性、さらにはその本質は何か。そ

れは、昭和55年の税理士法改正において日本の「租税法律主義」と「申告納税制度」を具

現化した、税理士法第１条の「税理士の使命」にある。租税に関する法令に規定された納税

義務の適正な実現を図るためには、申告納税制度の理念に沿った納税義務者の自発的で

かつ適正な申告と納税に立脚しなければならない。そのとき、独立した公正な立場におい

て、納税義務者の信頼にこたえることができるのは、誰か。それは、税務並びに会計いずれ

にも精通した高度専門家である我々税理士である。税理士と税務行政の本質的な役割は、

税理士による納税義務者に対する申告指導の充実、そして税務行政においては、税理士

を尊重する姿勢と税理士の厳正な申告指導を受けた適正な申告書を最大限に尊重し、申

告の是認が、実地による調査の省略が、さらには適正な納税が、良心的で専門的な税理士

の関与によって実現することにある。こうした立法趣旨に照らし合わせたとき、最も効果的に

その役割を実現することができる手段は、書面添付制度を活用することにあり、また正道で

ある。

会 計 年 度 平成15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

書面添付割合 4.4 4.6 4.9 5.4 5.7
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したがって、税理士会と税務官公署は、この制度を普及・定着させていくために、立法趣

旨に沿った運用を図るとともに、継続的な協議を取り組むことが要請されるが、現在、日本に

おける各税理士会では、各国税局との継続的な協議が行われる状況にある。

近畿税理士会では、平成21年度の重点施策として「書面添付制度の普及・定着を図り、

税理士業務の信頼性を高める施策を実施する。」ことを筆頭に掲げ、税理士に対する研修

会の開催や、書面添付制度の運用において信頼関係が基礎となる税務行政との継続的協

議を通じ、税理士に対して権利として付与された書面添付制度の更なる普及・定着に向け

て、挙会的に取り組んでいるところである。

そして、日本における「書面添付制度」の変遷過程と枠組みが、今後、税務調査方式に

代わる「事前検証」に基づく韓国・中小企業「誠実申告検証制度」の導入に向けて、良き指

標となることを強く切望するものである。

以 上
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(日本/副題) 会計参与制度

「経過から現在の状況に関して」

最近の社会経済情勢の変化に対応するために会社に関する各種制度を見直すとともに、これを現代

用語の表記にし、わかりやすく再編成する措置を講ずるとした「会社法」と会社法の施行に伴う九つの関

係法律の廃止及び所要の経過措置を定める「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

が、2006年5月1日施行されている。

「会社法」においては、わが国の会社法制の中に存在しなかった制度であるばかりか諸外国におい

ても類を見ない制度として会計参与制度が創設された。

１．創設の目的

税理士及び公認会計士という一定の資格者が就任することを前提にし、株式会社の内部的な機関

と位置付けつつも、内部の他の機関からの独立性を確保し、いわば社外取締役と同様の立場に立っ

た制度として創設された。

２．創設の趣旨

（１）会計参与の「意義」

会計参与は、株主総会により選任され、会計に関する専門的識見を有する者（○注 税理士及び公認

会計士）として、取締役・執行役と共同して計算書類を作成するとともに、当該計算書類を取締役・執

行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示すること等をその職務とする株式会社の機関を

いう。

（２）会計参与の「機能」

特に、会計監査人の設置されていない中小企業において、税理士等が、取締役・執行役と共同し

て計算書類を作成し、取締役・執行役とは別に計算書類を保存・開示する職務を担うことにより、取締

役・執行役による計算書類の虚偽記載や改ざんを抑止し、計算書類の記載の正確さに対する信頼を

高めることができる。また、取締役・執行役の計算書類の作成や株主に対する説明の労力が軽減され、

取締役・執行役が経営に専念することができる。

３．税理士の使命との関係

税理士法第1条の使命、特に「独立した公正な立場」と「会計参与制度」との関連について、会計参

与は、会計に関する専門的識見を有する者として、税理士が有する会計の専門性と独立性を重んじ

て提案された制度であり、内部機関として位置付けられたとしても、職務の遂行に当たり、専門家とし

ての独立した識見を発揮することを期待された制度であるからして「独立した公正な立場」が損なわ

れる懸念は生じない。
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４．経過

（１）会計参与制度と２つの重要な指針

会計参与制度が時代の要請に応えていくために、会計参与の職務遂行上、一定のルールが必要

となることから、日本税理士会連合会及び日本公認会計士協会等は「中小企業の会計に関する指

針」と「会計参与の行動指針」を策定した。

「中小企業の会計に関する指針」は、会計参与が取締役等と計算関係書類を共同して作成するに

当たり拠るべき会計処理の判断基準とされ、「会計参与の行動指針」は、会計参与の職務遂行に当

たり実務の参考に資する行為規範とされる。

この二つの指針は、会計参与としての職務水準の同一性の確保を目指したものとされており、この

制度の社会的信頼性を確立させることを目的としている。

（２）税理士損害賠償保険

会計参与制度の定着のためには賠償責任保険の創設が不可欠であったことから、日本税理士会

連合会において、会計参与に就任した税理士または税理士法人がその業務に起因して保険期間中

に日本国内で法律上の賠償責任を負担したことにより被る損害について、てん補限度額の範囲内で

保険金を支払う「会計参与賠償責任保険」を創設し、2007年7月からその運用を開始している。

保険の概要

１．商品名 会計参与賠償責任保険

２．約款構成 業務過誤賠償責任保険普通保険約款+会計参与特約条項

３．契約者 日本税理士会連合会

４．賠償被保険者 税理士もしくは税理士法人

５．加入者（保険料負担者） 税理士もしくは税理士法人

６．保険期間 1年間

７．引受保険会社 ㈱損保ジャパン、東京海上日動火災保険㈱

（３）対外PRリーフレット

・「会社の対外的信用力の向上に 会計参与制度」（日本税理士会連合会）

・「会計参与のススメ」（近畿税理士会）
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５．現状

（１）税理士資格証明書（会計参与用）発行件数及び発行件数の推移

①税理士資格証明書（会計参与用）発行件数（2009年7月末日現在）

※全国の公認会計士の資格証明願の発行件数（個人）は、328件（７月末現在）

※最高取得件数15件

②税理士資格証明書（会計参与用）発行件数の推移（個人：月次累計）

月 全国（件） 近畿(件)

2009年7月 1,580 388

税理士資格証明書（会計参与用）発行件数の推移
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（２）「会計参与に関するアンケート結果報告」（日本税理士会連合会公表資料より抜粋）

調査概要
【調査目的】会計参与制度の普及推進を図るための情報収集
【対 象 者】税理士資格証明書取得者
【調査方法】郵送アンケートで実施

【調査期間】2008年10月20日～2008年11月20日
【回 収 率】52.7％（898件送付／474件回収）

問 会計参与就任の経緯（複数回答あり）

回 答 比率 回答数

関与先からの要請 73.9% 292
金融機関からの要請 1.3% 5
自らの働きかけ 27.6% 109
その他 3.5% 14

無回答 1.0% 4

問 会計参与就任企業の顧問税理士も兼ねているか（複数回答あり）

回 答 比率 回答数

兼ねている 92.7% 366
兼ねていない 7.3% 29

無回答 1.3% 5

問 就任にあたり会社に要請したこと（複数回答あり）

回 答 比率 回答数

会社法の遵守 50.9% 201

会計参与制度への理解 70.9% 280
中小企業の会計に関する指針の適用 57.5% 227
内部統制の確立 20.0% 79
取締役会の充実 22.3% 88
会計組織の充実 19.7% 78

その他 3.0% 12
無回答 2.0% 8

問 就任企業数［社］

回答 比率 回答数

1社 78.7% 311

2社 12.9% 51
3社 5.1% 20
4社 1.0% 4
5社以上 0.8% 3
無回答 1.5% 6

問 就任企業の資本金について（複数回答あり）

回 答 比率 回答数

300万円未満 4.6% 18
300万円以上1000万円未満 12.7% 50
1000万円以上3000万円未満 55.4% 219

3000万円以上5000万円未満 17.5% 69
5000万円以上1億円未満 13.4% 53
1億円以上 6.3% 25
無回答 1.3% 5
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問 就任企業の創業年数について（複数回答あり）

回 答 比率 回答数

5年未満 21.3% 84
5年以上10年未満 11.4% 45
10年以上20年未満 15.4% 61
20年以上30年未満 19.5% 77

30年以上 43.5% 172
無回答 1.5% 6

問 1社あたりの月額会計参与報酬（複数回答あり）

回 答 比率 回答数

5万円以下 39.7% 157
5万円超10万円以下 24.1% 95
10万円超20万円以下 13.9% 55
20万円超30万円以下 3.5% 14
30万円超40万円以下 1.5% 6

40万円超50万円以下 0.3% 1
50万円超 1.3% 5

その他 24.1% 95

問 会計参与に就任して良かったこと（複数回答あり）

回 答 比率 回答数

会社の金融機関や取引先からの信用力が高まった 32.9% 130
経営者からの信頼度が上がった 46.1% 182
取締役会が充実した 20.5% 81

報酬が得られた 22.5% 89
中小企業の会計に関する指針の適用の動機付けとなった 25.8% 102
自分自身のスキルアップになった 42.3% 167
その他 3.3% 13
無回答 7.6% 30

問 日税連に求める施策及び会計参与制度の普及・定着には何が必要か（複数回答あり）

回 答 比率 回答数

対外PRの拡大 50.6% 240
実務研修会の開催 45.4% 215
相談窓口の設置 20.3% 96
就任者ネットワークの設置 13.1% 62
優遇融資制度の推進 36.1% 171

保険制度の普及 12.2% 58
その他 4.4% 21
無回答 10.1% 48
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（３）「中小企業庁アンケート調査結果」（中小企業庁公表資料より抜粋）

● 抽出標本数：20,000件
● 調査対象：建設業、製造業、運輸・倉庫・運輸業、卸売業、小売業、

飲食業、不動産業、サービス業の中小企業
● 調査方法：郵送法
● 調査実施期間：2008年2月15日（金）～2月29日（金）
● 回収標本数：4,569件（総数4,802件から大企業子会社および無効回答を除外）
● 回収率：24.0%

問 「会計参与制度」の導入状況について

回 答 比率

１. 既に導入している 8.5%
２. 今後導入する予定である 2.3%
３. 周囲の状況を見て考える 12.8%
４. 導入は考えていない(6.に該 するものは除く) 29.5%

５. 制度を知らなかったので検討していない(6.に該当するものは除く) 26.4％
６. 有限会社なので、制度に関係がない 14.7%
７. 無回答 5.9%

問 会計参与を依頼している会計専門家について

回 答 比率

１. 税理士 73.0%
２. 税理士法人 9.4%
３. 公認会計士 15.5%

４. 監査法人 0.5%
５. 無回答 1.6%

問 会計参与を設置した理由〈設置予定の理由〉について（複数回答）

回 答 比率

１. 金融機関等に対する全般的な信用力を高めたい 36.2%

２. 取引先企業の信頼を得たい 16.9%
３. 顧問公認会計士・税理士からの要望 11.2%
４. 先進的な取組みをアピールしたい 3.7%
５. 金融機関の会計参与設置会社向け融資を利用したい 3.4%
６. その他 3.6%

７. 無回答 44.5%
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（４）社会的要請

会計参与設置会社を対象とした融資商品を取り扱っている融資機関の数･･･42

（内訳）

融資機関 数

全国信用保証協会連合会 1

東京都、埼玉県、大阪府、奈良県 4

銀行 15

信用金庫 19

信用組合 3

合計 42

（2009年8月26日現在）
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(韓国/主題) 韓国の電子税金計算書発行制度

付加価値税法は１９７６年１２月２２日法律２９３４号で制定され、翌年である１９７７年７月１日から

施行され、付加価値税法において、税金計算書は大変重要な書類である。

この税金計算書によって、売上と仕入が確定され、領収証及び請求書、帳簿としての機能を与

えている。

我が国では、電子申告は２０００年度ソウル地域で試験的に実施され、実務的な補完を経て、２０

０２年度付加価値税申告から全国的に施行され、現在は完全な定着段階に入っている。

国税庁では、既存の紙の税金計算書を電子化して、電子税金計算書を発行すべく関連税法を

一部改正し、来年１月からまず、法人事業者を対象として施行することになっている。

紙の税金計算書がなくなり、電子税金計算書がその座に取って代わるならば、記帳を中心とす

る税務代理市場に大変革を起こす事は、予想される状況にある。

Ⅰ．付加価値税 概要

１．付加価値税の概念

付加価値税とは、財貨またはサービスの生産・流通における、すべての段階でこれに関わった

各企業が追加創出した価値である付加価値（Added  Value）について課税する租税を言い、納

税者と担税者が異なる代表的な間接税である。

２．付加価値税の類型

（１）国民総生産型（GNP  type）付加価値税

すべての消費財と資本財、すなわち総投資費用を課税対象として、総売上額に中間

財購入額を控除して、資本財の仕入費用や減価償却費を控除しない。従って付加価値

税の課税標準は各段階での賃金・利子・利潤・地代・減価償却費の合計額である国民

総生産額と一致する。
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（２）所得型（NNP  type）付加価値税

総投資額から減価償却費を控除した純投資額を課税対象とし、付加価値税の課税標準

は、賃金・利子・利潤・地代の合計額である国民純生産額と一致する。

（３）消費型（Consumption  type）付加価値税

消費だけを課税対象とする付加価値税の課税標準は、企業の総売上から原材料及び

中間財購入額と設備に対する資本的支出額を控除した金額である。

３．付加価値税の課税方法

（１） 加算法：付加価値の分配側面から付加価値を測定する方法

一定期間中、発生した各企業の付加価値構成要素である賃金・利子・利潤・地

代等の合計価値を課税標準とし、ここに税率を適用して納付税額を計算する方法。

（２） 控除法：付加価値の生産側面から付加価値を測定する方法であり、次の通りに分

類される。

１）前段階取引額控除法

一定期間中の各企業の売上額から、仕入額を控除した金額を当該企業の付加価

値とし、これを課税標準として、税率を適用し、納付税額を計算する方法。

２）前段階税額控除法

一定期間中、各企業の売上額全体について税率を適用し、計算した売上税額か

ら、仕入取引時に徴収された仕入税額を控除した金額を納付税額とする方法。

４．付加価値税の経済的効果

（１）肯定的効果

１）輸出促進及び国際収支改善

２）投資誘引

３）租税の中立性維持で資源配分の合理化

４）税収確保及び予測の容易性

５）租税制度の簡素化
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（２）否定的効果

１）物価高騰の促進作用

２）租税負担の逆進性

３）景気調整機能の不完全性

４）税務行政及び企業会計業務上の費用の増大

５．税金計算書の機能

（１）本来の効果

事業者が財貨等を供給するとき、税金計算書を交付し、供給を受ける者に付加価値税を転

嫁させる事ができ、供給を受ける者は交付を受ける税金計算書を要約した仕入先別税金計

算書合計表を政府へ提出し、取引時に徴収された付加価値税を仕入税額として控除を受け

ることで、付加価値税の転嫁のための法的措置として機能する。

（２）派生的な効果

１）一般的な取引におけるインボイスの役割、掛け取引における請求書の役割、現金取引に

おける代金領収証の役割を果たす。

２）記帳における基礎的な証憑資料になる事はもちろん、国税庁長が指定した零細事業者が

交付を受けたり、交付した税金計算書または領収証を保管した場合は、記帳義務を履行し

たと見なされる。

３）税金計算書は、課税行政上も大変重要な機能を果たす。付加価値税において交付した

税金計算書と交付を受けた税金計算書の相互チェックをを通して、売上税額と仕入税額

の適正性の可否を確認する資料になる事はもちろん、所得税や法人税の課税資料として

も活用できる。
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６．韓国の付加価値税制度

韓国では、消費型付加価値税として、前段階税額控除法を採択しており、この方法で 納付

する付加価値税額は次の通りになる。

①売上金額 10,000,000Ｗ（付加価値税10％＝1,000,000Ｗ別途）

②原材料・商品等、仕入金額 3,000,000Ｗ（付加価値税10％＝300,000Ｗ別途）

③従業員給与、支給 5,000,000Ｗ

納付する付加価値税額は、700,000Ｗ（①の1,000,000－②の300,000）になる。
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Ⅱ．電子税金計算書 発行制度

１．電子税金計算書 概要

税法上、公認されたデジタル税金計算書を言う。

既存の紙の計算書との差異は、発行される形態の差異であり、暗号化されたアルゴリズ

ムを通じ、オンラインで発行され、別途に出力が必要でなく、ハードディスク内に電子的に保

管でき、出力にかかる費用やスペースを減らす事ができ、経済的といえる。

特に付加価値税の申告において、毎月税金計算書が自動的に合算・処理され申告期間

中における、税務士事務所の忙しさを軽減させる事になる。

２．標準電子税金計算書

国税庁は、２００８年下半期から、韓国電子取引振興院 と共に電子税金計算書の標準化作

業を進め、『標準電子税金計算書 Ｖ3.0 開発方針』を完成させ、ＡＳＰ事業者等が発行する

電子税金計算書が、この基準に適合した場合には認証マークを付与するという、標準電子税

金計算書認証制を導入した。

３．施行時期

電子税金計算書の導入は、２００１年１月２９日に国税庁が付加価値税法施行令第５３条６

項の規定を新設し、税金計算書を電子的に交付・保管する方法（国税庁告示２００１－４号）を

告示で、導入する事となり、

（１） 法人事業者の場合には、２０１０年１月１日から、義務的に発行しなければならない。

（２） 個人事業者の場合には、その経過を観察した後に、追って施行する予定である。

４．電子税金計算書発行対象

付加価値税法上の事業者には、業種別に付加価値税が課税される課税事業者と付加価

値税が免税（注１）される免税事業者とに区分されており、課税事業者に限り電子税金計算書

を発給するようになっており、免税事業者が発給する計算書は除外されている。



117

５．電子税金計算書 交付方法

（1）税金計算書発行件数が多い大容量連係対象事業者の場合

自発的にＥＲＰシステムを設置するか、または税金計算書交付中継サイト（ＡＳＰ事業

者）に加入し、発行する。

（２） 零細な法人事業者の場合

国税庁発行システムまたは韓国税務士会が設立した電算法人を利用する。

（３） インターネットに慣れていない階層の場合

電話機を通したＡＲＳ発行または、クレジットカード決済網を利用したＶＡＮ端末機発

行を検討中である。（クレジット決済網を利用する対象者は、クレジットカード加盟店また

は、現金領収証加盟店の場合が該当する。）

２０１０年１月１日以後、法人事業者は電子的方法で電子税金計算書を交付しなければなら

ず、“電子的方法”とは、先のいずれか一つに該当する方法で、必要的、任意的記載事項を

計算書作成者の身元及び計算書の変更可否等を確認する事ができ、公認認証システムを経

て情報通信網で交付する事を言う。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

（注１） 付加価値税が免税される取引は次のようである。

農業・畜産・漁業・林業、水道水、医療保健、教育、旅客運送、図書・新聞・雑誌、郵便・印紙・証紙、煙草、金

融・保険、住宅とその付随土地の賃貸、人的サービス、芸術創作品・芸術行事・文化行事等、図書館等への入

館、宗教等の公益団体の財貨または、サービスの供給、他に付随するもの。
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6. 電子税金計算書の交付手続

発行手続は次の順序とする。

① 公認認証機関に認証書を申請する。(供給者)

▪公認認証機関 : 韓国情報認証、証券電算院、金融決済院、韓国電子証明院、韓国電

算院、韓国貿易情報など

② 公認認証機関より認証書の発行を受ける。

▪認証書の発行費用(税金計算書専用)

法人:4,400 ウォン(個人 2,200 ウォン)、 汎用:110,000 ウォン

▪現在、電子税金計算書の発行規模(2007 年)は全 5.6 億件の 15%水準となる 8 千万件と

推定されます。

③ 電子税金計算書を作成∙送信する。(インターネット電算システム)

▪事業者が自体構築

▪発行代行業者保有

▪国税庁電算システム

④ 受信および承認(供給を受ける者)

ERP システムの構築者および ASP(中継事業者)、国税庁電算システムのそれぞれの交付

手続は次の通り。

(1) 電子振興院の標準認証を得た ERP などのシステム構築者または税金計算書中継事業者

(ASP)を介して取引する場合

1) 売出人(税金計算書の発行義務者)は電子署名をした後、取引情報を ERP または ASP に

入力

2) 買入人は受取内訳を確認し ERP または ASP 事業者に承認を通知

3) ERP または ASP 事業者は電子署名された取引情報を国税庁の税金計算書管理システム

へ送信
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( )

(2)  国税庁システムを通じて交付する場合(小規模事業者)

税金計算書の発行件数が少ない小規模の法人事業者は ERP または ASP を利用せずに、

リアルタイム国税庁電子税金計算書ホームページ(www.esero.go.kr)へアクセスしリ

アルタイムで電子税金計算書を交付することができる。

 ( )

( )

E-Mail

[ ]

ERP ASP

B

A

( )A

B
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7. 電子税金計算書の送信

電子税金計算書を交付したときは電子税金計算書の交付日または発行日の翌月 10 日ま

でに電子税金計算書交付明細(必要的、任意的記載事項をいう)を国税庁長に送信しなけれ

ばならず、送信した税金計算書については税金計算書合計表の提出および税金計算書の保

管義務を免除する。

8. 電子税金計算書の発行および受取のための事業者の準備事項

法人事業者は 2010 年 1 月から電子税金計算書を発行して送信しなければならず、個人

事業者などは法人事業者から電子的な方法により電子税金計算書の交付を受けなければな

らない。

(1) 法人事業者(37 万社)

税金計算書発行のため自ら ERP システムを構築または ASP 事業者との契約を通じて

発行準備を完了しなければならない。

また、税金計算書の発行に必要な公認認証書の発行も事前に受けなければならない。

一方、他の法人が発行した電子税金計算書を受け取るためには必ず E-mail アカウ

ントが必要であり、本人が受け取った電子税金計算書を照会するために国税庁が運営

する電子税金計算書ホームページにも加入しなければならない。

(2) 個人事業者(400 万人)

法人が発行する電子税金計算書を受け取るための E-mail アカウントがなければな

らず、受け取った電子税金計算書を照会するためには国税庁が運営する電子税金計算

書ホームページに加入しなければならない。

しかし、個人事業者であっても電子税金計算書を発行しようとする場合は、法人事

業者と同一の準備をしなければならない。

(3) 公認認証書

国税庁の電子税金計算書ホームページへの加入に必要な公認認証書として既存の汎

用認証書を使ってはならず、国税庁が準備している電子税金計算書専用の公認認証書

を使用しなければならない。
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(4) E-Mail アカウント

可能な限り大容量かつ電子税金計算書のみのアカウントを別に作ることが望ましい。

現在国税庁では大半がポータルサイトのメールアカウントを使用している実情を考

慮し、電子税金計算書がスパムメールとして処理される問題を事前に防止するため、

ネイバー、ダウムとの間で、電子税金計算書を重要情報として扱うよう一種の“国税

庁発送メールボックス”を作る案を推進中である。

9. 税額控除と加算税

電子税金計算書の交付内訳を国税庁へ送信した事業者は、交付 1 件あたり 100 ウォン

(年間の限度 100 万ウォン)について 2011 年 12 月 31 日まで税額控除を受けることができ、

電子税金計算書の交付日が属する月の翌月 10 日までに電子税金計算書の交付明細を国税

庁長に送信しなかった場合は、供給価額の 1%を加算税として賦課する。

10. 電子税金計算書制度の長所

(1) 業務時間の短縮

オンラインを利用した税金計算書の伝達により業務時間が短縮される。

(2) ミスの発生が減少

伝達過程で発生し得る紛失のリスクが軽減され、集計および照会が随時可能となり、

受け付けた事実をリアルタイムで確認できるため、ミスの発生割合が減少する。

(3) 装備およびスペースが不要

紙の税金計算書の保管および管理に要する装備ならびにスペースや人員を節減できる。

(4) 業務の利便性が増大

大量の税金計算書についても同時処理および管理が可能で、印刷ならびに発送の過

程が省略され業務時間が減る。

(5) 経常費用の節減

紙の税金計算書に比べ郵便発送費用や印刷費用などの経常費用が節減される。

(6) 虚偽税金計算書の根絶

国税庁がより効率的に虚偽税金計算書を摘発することができ、仕入内訳操作による

脱税行為を大幅に減らすことができる。
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(7) 徹底したセキュリティーが可能

認証手続によるデータの 100%の安定性と暗号化されたアルゴリズムによる徹底した

セキュリティーが保障される。

11. 電子税金計算書制度の問題点

(1) 電算障害発生時に税金計算書の発行が制限される。

(2) 小規模事業者などの脆弱な階層でエラーが発生する可能性が常につきまとう。

(3) 国税庁の管理システム導入により、相当な財政的支出が予想される。

Ⅲ. 電子税金計算書発行制度に対する韓国税務士会の対処案

2010 年の電子税金計算書制度の法人事業者義務化を契機に設立準備が進んでいる電算法

人には、会員の期待に必ず応えるべき義務と、税務士業界の永らくの念願を完結すべき課

題が同時に課せられている。今新たに出発する電算法人が成功を収めるためには、記帳お

よび申告代理が可能な税務会計プログラムを確保しなければならず、正確な市場分析およ

び競争時の分析を通じて事業リスク管理を含む現実的な事業案を提示し、多数の会員の意

見などを集約・検討し、2～3 年後も記帳料が減少しないよう充分な検討が求められている。

(1) 電算法人の設立

韓国税務士会では、電子税金計算書発行制度に関連し、ドイツのように電子税金計算書

事業において中心的な位置に立って収益を創出し市場の公益的な側面で寄与すると同時に、

会員の収益性向上をめざし、韓国税務士会が主軸となる電算法人(ASP 事業者)の設立作業

を,進めている。

去る 7 月 29 日、現在の全開業会員 8,170 名のうち 4,545 名が参加(参加率/55.63%)して

32 億ウォンを出資するなど、電算法人設立推進団(新設法人名/（株）ハンギル TIS, ホー

ムページ www.bestbill.co.kr)の設立準備が進められている。
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(2) 電算法人事業の推進現況

① 韓国で発行されている税金計算書はおよそ 6 億枚(最大 10 億枚)前後であり、税金計

算書 1 枚あたりの発行手数料を 200 ウォンと定める場合、来年から年間 2,000 億ウォン

台の新 IT(情報技術)市場が開拓されることになる。

現在 50 余りの会社を会員社として出発した電子税金計算書協議会は、1977 年の付加価

値税法導入以降 30 年あまりにわたり使われてきた紙の税金計算書が電子化されること

で韓国内の税務慣行に多大な変化がもたらされると判断している。

② 韓国税務士会が設立を進めている電算法人もこれら業者との熾烈な競争が避けられ

ないものと予想され、これは税務士業界の大変革を予告するものである。

③一方、韓国税務士会は 5 月 4 日にドイツ・ハンブルグにおいてドイツ税務会計プログ

ラムの電算法人であるダテヴ(Datev)代表のカンプ(Kampf)との懇談会を開き、税務士会

が推進中の電算法人設立に関連する業務協約を結んだ。ダテヴは 1966 年に設立され、

現在 4 万名あまりの税務士がダテヴ・システムに加入しており、年間約 6 億ユーロ(ウ

ォン貨で約 1 兆ウォン)の売上をあげている。なお、このシステムを利用する会員の使

用料は 1 人あたり 300 ユーロ(ウォン貨で約 51 万ウォン)前後で、毎年約 65 ユーロの配

当金を受けている。

Ⅳ. 電子税金計算書関連法令

1. 電子取引基本法

電子取引基本法は 1999 年 1月に制定され、同年 7 月 1日から施行されています。

   1) 電子文書および電子取引の定義

   2) 電子文書および電子署名に法的効力を付与

   3) 電子文書の法律関係整備

   4) 公認認証機関の運用

2. 電子署名法

電子署名法は 1999 年７月１日から施行され、2001 年１月および 12 月に改正されました。

   1) 電子署名の概念

   2) 電子署名の効力

3) 公認認証機関の指定
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4) 認証書の内容

   5) 認証管理体系の認定規定

3. 税法上の規定

 (1) 国税基本法

   1) 電子申告の意義

電子申告とは、課税標準申告書等、国税基本法または税法による申告関連書類を国

税庁長が定めて告示した情報処理装置（電話通信装置を含む）によって申告したもの

をいう。(同法 2 条 18号)

課税標準申告書はその申告する時の当該国税の納税地を管轄する税務署長に提出し

なければならないけれども電子申告をする場合には地方国税庁長または国税庁長に提

出することができる。 (同法 43 条 1 項)

   2) 帳簿の備置及び保存

帳簿及び証拠書類をその取引事実が属する課税期間に関する当該国税の法定申告期

限が経過する日から 5 年間保存しなければならない。この時、納税者は帳簿と証拠書

類の全部又は一部について電算組織を利用して作成することができる。この場合、そ

の処理、過程等は次の基準に従って磁気テープ、ディスケット、その他保存装置によ

って保存しなければならない。(同法 第 85 条の 3 3 項, 同法 施行令第 65 条の 7) 

 (2) 付加価値税法

   1) 税金計算書(法 第 16 条)

① 納税義務者で登録した事業者が、財貨またはサービスを供給した時には、第 9 条

の時期  (大統領令で時期を異なって定めた場合にはその時期をいう。)に次の各号の

事項を記載した計算書(以下 "税金計算書"という。) を大統領令が定めたところによ

って供給を受けた者に交付しなければならない。この場合、税金計算書を交付した後、

その記載事項に関して間違いや訂正等大統領令が定めた事由が発生した場合には、大

統領令が定めたところによって税金計算書を修正して交付することができる。

(2006.12.30 改正) 

1. 供給した事業主の登録番号と氏名又は名称

2. 供給を受けた者の登録番号
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3. 供給価額と付加価値税額

4. 作成年月日

* (1-4 は必ず記載しなければならない必要的記載事項である。)

5. 第 1号から第 4 号までの他に大統領令が定めた書類(2007.12.31 改正) 

② 法人事業者等、大統領令によって定めた事業者は第１項にも関わらず大統領令に

よって定めた電磁的方法によって税金計算書(以下 "税金計算書"という。)を交付

しなければならない。 (2008.12.26 新設) 

③ 第 2 項による電子税金計算書を交付したときには大統領令によって定めた期限ま

でに、大統領令によって定めた税金計算書の交付明細を国税庁長に電送しなければな

らない。 (2008.12.26 改正) 

④ 第 2 項による事業者でない事業者も、第 2 項並びに第３項による電子税金計算書

を交付・電送することができる。(2008.12.26. 改正) 

2) 加算税(法 第 22条)

① 事業者が次の各号のいずれか 1 つに該当した場合には、その供給価額に対する１

００分の１に相当する金額を納付税額に加算するか還付税額から控除する。

(2006.12.30 改正) 

② 第 16 条 第 2 項により電子税金計算書を交付する事業者が国税庁長へ税金計算

書・交付明細を電送しない場合 (2008.12.26 新設) 

③事業者が次の各号のいずれか１つに該当した場合には、その供給価額（第２号の場

合には、その税金計算書に記載される金額をいう。）に対する１００分の２に相当す

る金額を納税税額に加算するか還付税額から控除する。(2006.12.30 新設)

1.第 16 条により税金計算書を交付しない場合 (2008.12.26 改正) 

3) 電子税金計算書 交付・電送に対する税額控除特例(法 第 32条の 5)

① 事業者が第 16 条により電子税金計算書を 2011 年 12 月 31 日までに交付 (税金計算

書・交付明細を国税庁長へ電送する場合に限定する。)する場合には電子税金計算書交

付件数によって大統領令が定めた金額を該当課税期間の付加価値税納付税額から控除す

ることができる。この場合、控除限度は大統領令に定める。 (2008.12.26 新設)
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② 第 1 項により税額控除を受けようとする事業者は第 18 条並びに第 19 条によって申

告するとき、企画財政部令に定めた電子税金計算書・交付税額控除申告書を提出しなけ

ればならない。 (2008.12.26.新設)

③ 法 第 32 条の５第 1 項前段での “大統領令で定めた金額”とは 100 ウォンをいう

(2009.2.4 新設)

④ 法 第 32 条の 5 第 1 項の後段での控除限度は年間 100 万ウォンをいう。. 

(2009.2.４新設)
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(韓国/副題) 税務士名称独占使用 その後

Ⅰ．序論

税務士名称使用禁止は、税務士自動資格と密接な関連があるという事ができる。韓国税務士会

は日本式の税務代理一元化で行くのか、ドイツ式の自動資格を排除し、多元化へ行きながら、租

税訴訟代理権を確保する実利で行くのかについて、悩んでいた。

以前は、税務代理は税務士の名称のみでする、税務代理一元化で税務士の地位を高めていっ

たが、現実は税務士会において、公認会計士である税務士の管理が難しく形式的な税務代理一

元化水準に留まっていたと見ることができる。２００３年税務士法改正では、弁護士、公認会計士の

自動資格を排除するのに焦点を合わせようとしたが、自動資格廃止は、貫徹させる事はできず、税

務士の名称のみ使用できないようになった。資格がありながら、資格名称を使用できない立法上の

矛盾があったが、これは弁護士と公認会計士へ税務代理業業務自体を排除する事はできない現

実において、消費者である納税者の認識と選択権の観点において、実質的に税務士自動資格を

排除する効果があったとする事ができる。

以後、弁護士の税務士名称使用禁止に対する税務士法違憲可否について、憲法裁判所は租税

制度及び税務行政上、税務士職務の公共性と租税専門家としての固有な専門職域確認した事と

同時に、各資格士の名称で表示されている専門性を通して、消費者が合理的な選択をできるよう

にする点で、このその立法目的の正当性と手段の合理性を認識し、合憲結論を出した。

一方では、税務分野の専門性高める事と、消費者達への高品質の税務サービスを提供するた

め、弁護士の税務士自動資格取得を廃止する税務士法一部改正法律案が、再び国会に発意さ

れた状況にあり、企画財政委員会でも肯定的な検討報告があった。このように一連の事項は自動

資格廃止に対する社会共感と立法過程上、正当な論理が反映されたという事ができ、今後、韓国

税務士会は継続的に租税専門家としての地位向上のための、自動資格廃止へ努力しなければな

らない。
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Ⅱ．税務士自動資格廃止の進行過程

１． 韓国税務士制度変遷過程

（１）韓国税務士制度誕生

韓国の税務士法は、１９６１．９．９国家再建最高委員会議を通過し、誕生した。財務部

において、日本の税務士制度を模倣とし、税務士法を草案した当時、計理士法に計理士業務で

規定された税務代理業務は、既得権を認めており、継続して、計理士の職務として残っており、

弁護士と計理士（公認会計士）へ、税務士自動資格を与えることとなった。

（２）税務代理一元化のための税務士法改正推進

１９６２年税務士会を創立する時、税務士数が１３１名であり、それも大部分、公認会計士が自動

資格を利用して、登録していた。１９７７年代から、税務士登録者数が１０００名を超えることになり、

税務士会では、税務代理一元化のための税務士法改正を根気強く推進し、１９８０年には行政

改革委員会において、税務代理一元化を賛成する検討意見を財経部へ送ったが、公認会計士、

弁護士の反対で法改正を見ることができず、１９８９年に、税務代理は税務士の名称のみ、でき

るよう税務士法を税務代理の準拠法とする法が改正された。しかし、公認会計士である税務士

は、税務代理収入が全体収入の９０％以上になれば、税務士会へ加入するようにする事で、事

実上、公認会計士の税務士会加入を免除し、税務士会において、公認会計士である税務士の

管理が不可能になってしまった。しかし、各種税法において、税務代理人は、税務士名称のみ

で表示され、税務士の地位を高めるのに大きな役割をした。

（３）自動資格廃止及び税務士名称独占使用税務士法改正推進

２００３年税務士法改正では、弁護士、公認会計士の自動資格を排除するのに、焦点を合わせ、

約１５年間理論を開発し、政府にも広報し、公認会計士会及び弁護士会と根気強く対話を重ね、

議員立法を通し、弁護士、公認会計士自動資格排除を推進し、国会財経委員会を通過し、法

査委員会において、弁護士出身議員の反対で自動資格廃止を貫徹させる事ができず、弁護士、

公認会計士は、各自名称で税務代理業務をする事ができるようにし、税務士の名称を使用でき

なくなった。
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２．各国の事例

（１） アメリカ

アメリカの税務士制度は、約１２０年の歴史を持っており、税務士（ＥＡ）、公認会計士（ＣＰＡ）、

弁護士（Ｌａｗｙｅｒ）は、各自名称を使用し、無制限に、税務代理業務をしている。この中で、唯一、

税務士だけが連邦政府から資格が与えられるのに対し、公認会計士と弁護士は各州政府によ

って、資格が与えられている。

（２） ドイツ

公認会計士,弁護士に税務士自動資格を廃止し,但し、その業務を同一に遂行するように税

務代理登録をするようにしており,公認会計士と弁護士が税務士名称を使うためには、税務士試

験を受けて,資格を取得しなければならない。

（３） オーストリア

弁護士,公認会計士に税務士自動資格を付与しなくて,税務士試験に合格した者にだけ税務

士の名称を使って税務代理業務を遂行できる。

（４） 中国

最近に税務士制度を導入した中国の場合にも、税務士だけが税務士の名称で税務代理業

務を遂行しており,公認会計士と弁護士には税務士試験に合格しなければ、税務士の名称を使

用できず、税務代理業務を遂行することはできない。

（５） 日本

税務士制度を施行している国中、唯一資格を自動で与えている日本の場合には、税理士名

称を使って税務代理業務を営もうと思う時には、税理士連合会に登録、入会する条件で名称使

用と税務代理業務を遂行できるようにしている。

2005年4月1日からはいわゆる許可公認会計士でも必ず税理士会に登録して、税理士の名称で

税理士業務を遂行することができるようになって、税理士管理の一元化がなされたと見られる。
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3．税務士法改正内容

(1)法改正にともなう税務士法適用要約(法律第7032号2003.12.31.)

1)要約

税務士の資格は税務士試験に合格した者,公認会計士および弁護士の資格がある者で、従

来と同一だが、2004年からは税務士試験に合格して、税務士資格がある者が、税務代理を始め

ようとするなら6条によって,財政経済部の税務士登録簿に登録しなければならず,ここに登録し

た者だけが税務士名称を使え,それ以外の者は税務士、またはこれと類似の名称を使うことはで

きない。

2)法改正前税務士資格がある公認会計士と弁護士

① 税務代理業務開始

財政経済部の税務士登録簿に登録しなければならないが、弁護士は任意登録が可能である。

② 税務士名称使用

上記1)により登録した公認会計士と弁護士は税務士名称使用が可能である。

③税務士法適用

上記1)により登録した公認会計士と弁護士は税務士会加入と除名、教育、懲戒(税務士会会

則違反)の規定は適用しなくて、その他税務士法規定は適用、ただし、専業である場合には税

務士法のすべての規定が適用され、この場合、専業とは全体収入金額中、税務代理業務収入

金額比率が90%以上なることをいう。

3)法改正後、税務士資格を取得した公認会計士と弁護士

① 税務代理業務開始

公認会計士は財政経済部の税務代理登録簿に登録しなければならず、弁護士は登録するこ

とができません。

② 税務士名称使用

法改正後に、税務士資格を自動取得した公認会計士と弁護士は税務士名称を使うことはで

きない。

③税務士法適用

上記1)により登録した公認会計士で、税務代理業務をする者は税務士法規定中で税務士の

使命、税務士の欠格事由、記名捺印、調査通知、秘密厳守、誠実義務、脱税相談禁止、名義

貸与禁止、事務所職員、事務所の設置、帳簿作成、係争権利の譲受禁止、公務員兼任または
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営利業務従事禁止、損害賠償責任の保障、懲戒(税務士会会則違反規定 は除外)、罰則と関連

した規定のみ、適用される。

4)経過措置(改正付則)

①法改正前に公認会計士と弁護士の資格で、税務士資格を持った者(改正前まで未登録の場

合)は6条の規定によって、税務士の登録ができ、税務士の名称も使うことができ、税務士法のす

べての規定が適用される。

②法改正前に公認会計士と弁護士として、税務士登録簿に登録した者は、税務士会加入と除

名、教育、懲戒(税務士会会則違反)の規定は適用しない。 ただ専業の場合には税務士法のす

べての規定が適用される。

法改正にともなう公認会計士および弁護士の税務士法適用要約表

(法律第7032号)

2003年12月31日法改正

法改正前

税務士資格取得者

法改正後

税務士資格取得者

区 分 公認会計士 弁護士 公認会計士 弁護士

1)税務代理業務を開始しようとする時

①財政経済部税務士登録簿登録必須 必須 任意 不可 不可

②財政経済部税務代理登録簿登録 無関係 無関係 必須 不可

③税務士名称使用可否 可能 可能 不可 不可

2)税務士法適用の有無(登録に限ること)

①韓国税務士会加入および除名規定 無 無 無 無

②教育関連義務規定 無1) 無1) 無 無

③懲戒関連規定適用 適用2) 適用2) 適用2) 無

④業務(秘密厳守,信義誠実など)規定 適用 適用 適用 無

⑤罰則規定 適用 適用 適用 無

⑥その他規定 適用 適用 無 無

*1)専業の場合には適用

*2)税務士会会則違反関連した懲戒規定は適用違うこと
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4．税務士名称独占使用 のための税務士会の努力

(1)対国民署名運動展開 ,105万人税務士自動資格廃止 に署名

税務士会5,900余りの会員は、4ヶ月間全国民を対象に公認会計士. 弁護士の税務士自動資

格を廃止して,税務士試験合格者だけ、税務士名称を使うようにする汎国民署名運動を実施し

て、105万人の署名を受けて、国民的同意を受けた。

(2)全国民対象ギャラップ世論調査

2003.9.23.韓国ギャラップが、全国民を対象に世論調査を実施した結果、国民の85.3%が“税

務士試験を受けなかった公認会計士、弁護士に税務士の資格を付与するのは不当だ”と答え、

国民の90.7%が“税務士試験に合格した者にだけ‘税務士’名称を使わせなければならない”と

答えた。

(3)税務士法改正公聴会開催

2003.10.2.財政経済部主管、韓国租税研究院主催に開催された、税務士法改正公聴会で、

討論者全員は“弁護士や公認会計士が、税務代理業務は継続しても納税者の正しい選択のた

めに、税務士の名称は税務士試験合格者だけが、使わなければならない”という共通した意見

を提示した。 また参加した納税者も討論者のような発言をした。 結局、公聴会では討論者と納

税者らは“弁護士・公認会計士は、弁護士・公認会計士の名称で税務代理業務を遂行して、税

務士名称は税務士試験合格者だけが使わなければならない”という共通した意見を提示した。
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Ⅲ. 税務士名称の独占使用、その後

1.税務士名称独占使用による効果

(1)競争を促進させて, 良質の税務サービス提供

税務士試験合格者だけ税務士の名称を使って、弁護士と公認会計士は弁護士、 公認会計

士の名称で税務代理をしており、税務代理市場において税務士. 公認会計士. 弁護士間の競

争が促進されて、国民は良質のサービスを安く提供されることになった。

(2)名称混用による国民の被害防止と正確な情報による消費者選択権向上

ギャラップ調査によれば、国民の大多数は弁護士、公認会計士に対する、税務士自動資格

付与を知らずにいた。 したがって、国民は弁護士、公認会計士らが税務士試験に合格して、税

務士法で定めた検証を通じて、専門性を整えていることを正しく知らなかったし、また名称混用

によるわい曲された選択によって、良質のサービスを提供されることができなかったが法改正で

消費者でとって‘税務士資格試験に合格した者’と‘その他の税務士資格所持者’を区分される

ようにすることによって、合理的な税務サービス選択の機会を保証される契機になった

(3)専門資格士制度確立

すべての資格はその法律が決める目的と使命、そして機能が違うから資格を検定する試験科

目も違うので、弁護士と公認会計士は目的と使命が、税務士と違うので、税務士資格を自動で

付与するのは、国家資格制度を否定することであるから、税務士名称を税務士試験合格者だけ

使うことによって、国家専門資格士制度確立と税務士は、税務に対する専門家という認識をより

一層高めることができた。

(4)自動資格廃止と類似の効果

弁護士と公認会計士に税務代理業務が許される現実において、税務サービスの消費者観点

で税務士という名称は、租税専門家という認識と合理的な選択をすることになって、税務士資格

を付与しながらも、税務士の資格名称を使えなくなれば(資格者としての公文書発送、看板、名

刺などの営利広告目的で税務士名称使用禁止 )対外的に専門資格者としての税務代理業務を

遂行するのに重大な制限になることができて、実質的に自動資格を取得する実益および意味ま

でも喪失させる結果を持ってきて、税務士名称使用による無賃乗車が間接的に遮断されて,自

動資格廃止の効果があるといえる。
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2. 税務代理人の現況

(1)国税庁の税務代理人登録現況 (国税庁統計資料 : 毎年末基準)

*公認会計士と弁護士は既存の税務士登録簿、2004 年からは税務代理業務登録簿に登録

 (2) 韓国税務士会の税務士登録現況 (韓国税務士会 : 毎年 3 月末基準)

(3) 資格士別数

区分 合計 税務士 公認会計士 弁護士

2002 年 9,943 5,141 4,572 229

2003 年 10,831 5,717 4,768 346

2004 年 12,378 6,210 5,740 428

2005 年 13,584 6,622 6,447 515

2006 年 14,382 7,014 6,819 549

2007 年 15,231 7,424 7,221 586

2008 年 16,448 7,798 8,030 620

区分 合計 税務士 公認会計士 弁護士

2003 年 10,544 5,254 151 25

2004 年 12,174 5,829 151 26

2005 年 13,442 6,297 157 26

2006 年 14,245 6,694 159 24

2007 年 15,083 7,096 155 25

2008 年 16,296 7,463 159 24

区分 合計 税務士 公認会計士 弁護士

2004 年 20,965 6,191 7,886 6,888

2005 年 23,636 6,676 9,267 7,693

2006 年 25,650 7,088 10,137 8,425

2007 年 27,815 7,521 11,068 9,226

2008 年 30,495 8,133 12,191 10,174
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3. 税務士法改正以降の流れ

(1) 弁護士の憲法訴願に対する税務士法の合憲決定

 1)要約

弁護士が税務士資格を与えられているにもかかわらず「税務士」という名称を使用できないよう

定めた税務士法の規定に対する違憲判断についての憲法訴願が提起されたが、憲法裁判所は

2008 年 5 月 29 日にこの事件に対する棄却決定を下した。この事件の法律条項の『弁護士が税務

代理の業務を行う場合は弁護士本来の名称を使用せよ』との立法趣旨は、税務士の固有な専門

職域を確認すると同時に各資格士の名称で表示される専門性によって消費者が合理的に選択可

能とするところにあるという点において、その立法目的の正当性と手段の合理性が認められている。

この決定で憲法裁判所は、まず租税制度および税務行政上の税務士職務の公共性を確認し、

その職務遂行の専門性とこれに伴う資格要件の必要性を強調した。あわせて、税務士の名称がそ

の職務上の公共性と専門性の表示となっていることを明らかとした。

2)憲法裁判所の決定内容

①多数の棄却意見

多数意見はこの事件の法律条項が税務士という資格名称の公信力を高め、消費者が「税務士

資格試験に合格した者」と「その他の税務士資格保有者 」を区分できるようにすることで、合理的な

税務サービス選択の機会を保障しようとする立法目的については、その目的の正当性が認められ、

その立法目的を達成するための適正な手段になるとした。

さらに弁護士が税務士の専門知識を有していない点を認めつつ、弁護士については「税務士

またはこれに類似する名称」のみ禁止しているに過ぎず、弁護士が自ら取り扱う「業務」の種類とし

て「税務」、「税務代理」、「租税」と表示することまで認めないというものではないため、この事件の

法律条項の制限は立法目的を達成するために必要な範囲を逸脱していないと報告している。

②少数の反対意見

資格を与えながら資格名称の使用を全面的に禁止するのは、専門資格士としての職業遂行に重

大な制限をもたらすだけでなく資格を持つ意味そのものを喪失させる結果となるため、基本権制限
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の程度において最初から資格を与えないものと別段違いがないだけでなく、弁護士の税務士名称

の使用を全面的に禁止しこれに違反する場合 1 年以下の懲役または 1 千万ウォン以下の罰金に

処すというのは(法第 22 条の 2)、資格保有者の客観的真実に基づく情報提供行為を禁止し刑事

処罰の対象にまで含めるものであり、立法目的を達成するに必要な範囲内のものとは考え難い。

3)分析および検討

①消費者権利の侵害の有無

改正法律の立法趣旨は、一方では税務士資格試験に合格した者に限り税務士の固有の職域

を認めるという意思を明らかとし、また一方では課税官庁に比べ弱者の位置にある納税者が「資格

士の名称」を使用する者に対しその専門的知識と技術に対する強い期待と信頼を寄せるのは当然

のことと言え、税務分野についてより専門的な知識を求める税務士資格試験に合格した者と他の

資格士として税務士の業務を行おうとする者を区分することで、税務代理のサービスを利用しようと

する消費者に対し合理的な選択の機会を保障しようとする側面があると言えよう。

これに基づき憲法裁判所も、この事件の法律条項は国家が与えた税務士という資格名称の公

信力を高め、消費者が税務士資格試験に合格した者とその他の税務士資格保有者を区分できる

ようにし合理的な税務サービス選択の機会を保障しようとする、立法目的の正当性を認めている。

②平等権侵害の有無

税務士法で税務士の資格が与えられている弁護士および税務士資格試験の合格者が皆同一

の能力と専門性または資質を備えているとは言えず、その選抜試験の科目、評価方法および専門

分野などを考慮し、その差異により一定の範囲で分けて扱うことは恣意的な差別ではなく、むしろ

本質的に異なるものを別に扱い実質的なバランスを高めたものと見ることができる。

これについて憲法裁判所は、「自らが意図して取得した資格」の名称でない「意図しなかったが

自動的に取得することとなった資格」の名称の使用を制限されたに過ぎず、この事件の法律条項

は税務士と同格として誤解される素地のある資格名称の使用を禁止するのみ、弁護士が税務、
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税務代理、租税などと表現することまで認めないというものではないため、このような制限が基本権

に対する重大な侵害になるとは考え難いと判断した。

③表現の自由侵害の有無

国家資格試験制度を通じて該当分野の専門的な知識と技術が検証された者であることを表示

する専門資格士の資格名称を排他的に使用させることは、国家がその資格士に対する専門性を

保障しこれを通じて資格士制度の公信力を確保することで国民の消費者としての選択権を保障す

るものであり、つまるところ専門資格者による資格士名称の使用・不使用またはその行為の営利広

告などの表示行為なども表現の自由により保護を受ける対象になり得ると言えよう。

「税務士」の資格名称の持つ意味は、単に租税法と税務会計の行政実務的能力(非法律科目で

ある会計学、財政学、税務会計などの専門性が多くの割合を占める)にとどまらず、法律制度につ

いての基本的な素養や税法についての理論的知識を有する者でなければならず、その専門性の

表示は専ら税務士資格試験によってのみ検証される専門性を表示するものである。弁護士として

自動的に取得した税務士資格取得者と、税務士資格試験による税務士資格取得者は、その取得

経緯だけでなく専門性においても実質的な差があり、この事件の法律条項が合理的根拠なく恣意

的に差別して表現の自由を制限したとは見られない。

なぜなら税務士は税務士資格試験を通じて得た税務士資格を根幹として税務士業を営むもの

であり、彼らによる「税務士」名称の使用は表現の自由の本質的な内容となるが、弁護士にとって

の「税務士」名称は司法試験を通して当初得られない税務士の専門性を借りて営業をしようとする、

手段に過ぎない場合もあり得るためである。

④職業選択の自由侵害の有無

この事件の法律条項は、名称にのみ制限をし、その他弁護士の職務の範囲内で税務士職務を行

うことについては何ら制限を設けておらず、弁護士資格で税務士の業務を自動的に行えるという点

では他の一般受験者に比べむしろ有利な地位にあると言える。そして職業選択の自由は、自らが

望む職業や職種を自由に選択し、選択した職業を自由に営めるその 内容を意味するもので、
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特定の者に対し排他的・優越的な職業選択権や独占的な職業活動の自由までを保障するもので

はない。

税務士法では弁護士が税務代理の業務を行う場合は自らの資格士即ち弁護士の名称を使用さ

せるとしている。税務士という固有の職域を確保すると同時に消費者が各資格士の名称で表示さ

れる専門性を通じて合理的な選択ができるよう税務士資格試験に合格した者についてのみ税務士

の名称を使用できるようにしたものであれば、その立法目的の正当性と手段の合理性を容易に認

めることができ、関連条項が職業選択の自由を侵害するものでないと言えよう。

⑤ 幸福追求権侵害の有無

現行の税務士法が弁護士資格を有する者に対し税務士の資格を認めているのは、弁護士が

本来税務士の資格を有することを確認したものではなく、税務士業務が弁護士の一般法律事務と

一定程度重なる部分がある点を考慮し弁護士にもその業務を行えるよう許容することに根本的な

趣旨がある。

この事件の法律条項が、人間らしい生活を弁護士に保障するため国家が実現しなければなら

ない客観的内容としての最低限の制度保障にも満たない或いは憲法上容認され得る裁量の範囲

を明白に逸脱したとは考え難く、弁護士が税務士の名称を使用できる機会を剥奪された事実のみ

をもって人間としての尊厳と価値、幸福追求権や人間らしい生活を営む権利が侵害されるとは言え

ない。

(2) 自動資格廃止についての再発議(イ・サンミン議員による代表発議:2008.8.7)

 1)税務士法一部改正法律案の提案理由および主な内容

現行法では弁護士資格を取得する場合自動的に税務士資格を取得できるとされているが、これ

は合理的な理由なく弁護士資格取得者に不当な特恵を与えるものであり、専門性が求められる税

務分野の専門性を高めひいては消費者に高品質な税務サービスを提供するため、弁護士の税務

士資格自動取得を削除しようとするものである(税務士法第 3 条 4 号削除)。

2)税務士法一部改正法律案検討報告 (企画財政委員会 2009.2)

①税務士自動資格の付与は資格士名称を排他的に使用するものとする国家資格試験制度の
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本質に背くだけでなく資格の検証を通じて与えられた各資格士の専門性についての国民の信頼と

選択権を損なう恐れがある。

②弁護士など特定の資格保有者に税務士資格を与えることは税務士資格制度の施行初期に

資格試験合格者が不足する問題を補うためのものだったと言え、現在は毎年 700 名前後の税務

士合格者を輩出し専門税務士を充分供給できており、弁護士などに対する税務士資格自動付与

の必要性が高くない。

③電子税政が拡大し企業の会計と税務がより複雑化するなど納税環境の変化に伴い税務分

野の専門性を高めるため関連分野についての専門的な知識と経験が必要となっているが、司法試

験では税務業務に関する科目がほぼ皆無で、1 次試験の選択科目となっている租税法も殆ど選

択されておらず、弁護士資格証保有者の大半が税務士業務に必要な専門知識を備えているとは

言い難い側面がある。

④改正案は弁護士が税務士資格を自動的に取得することを廃止するもので、弁護士法による

弁護士の一般法律事務として税務代理業務を行うことまで禁止するものではないため、弁護士の

職務範囲を侵害するものではない。

⑤現行の税務士法第 3 条では税務士試験合格者 ·公認会計士および弁護士に対し税務士資

格を与えることとしているが、同法第 20 条第 2 項では同法第 6 条により登録した税務士資格試験

の合格者にのみ税務士の名称を使用できるとした立法的矛盾を解決する必要がある。

⑥韓・米自由貿易協定など自由貿易協定(FTA)が引き続き締結されるに伴い法律サービス分

野の市場の一定の開放が予想され、固有の職域をめぐる各資格士間、そして海外の資格士との職

域争いが本格化する状況に至っており、これらを明確に区分し事前に問題点などを調整する必要

がある。

⑦ただし、弁護士に税務士資格を与えない場合でも弁護士法第 3 条により弁護士の職務として

税務代理業務を行うことが可能であるため、改正案に実益がないという点、国民に対し総合的な法

律サービスを提供するという観点では弁護士に対しても税務士資格を与える必要があるという点、

近年様々な分野の専門家を法曹人に養成するための法学専門大学院(ロースクール)制度が導入

された点などを理由に改正案に反対する意見もある。
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Ⅳ. 今後の課題

韓国税務士制度は、税務士試験合格者の不足という当初の限界から弁護士と公認会計士に既

得権を認め自動資格を与えたが、税務士の充分な供給、複雑化した納税環境の変化と電子税政

の拡大に対応して税務分野の専門性を高め、その一方、弁護士法または公認会計士法により税

務代理業務を行うことができるため、各資格士の名称で表示される専門性を通じて消費者の合理

的な選択が可能となるよう引き続き自動資格の廃止を推し進めるべきだろう。

2003 年、国会の立法過程で法制審査委員会が、自動資格廃止に関する立法趣旨即ち「消費

者が合理的な選択をできるよう、税務士の名称を専門的な税務士資格試験の合格者へと一元化し、

公認会計士および弁護士は各資格士の固有名称で税務代理を行う」とする立法の意図を損なわ

せ、削除された自動資格を復活させるよう修正したため、法体系上両立し得ない相反する条文が

作られた。税務士資格を与えられながら税務士の名称を使用できない立法的な矛盾を解決するた

めに弁護士の税務士資格自動取得の規定を削除しようとする税務士法一部改正法律案 が発議さ

れた状態にあるため、これを改正させる必要がある。

公認会計士の場合は今回の税務士法一部改正法律案で税務士自動資格を与えるものとなって

おり、2003 年改正前の税務士資格のある公認会計士の管理監督の現実性など形式的な税務代

理一元化の問題点と、改正後の税務士名称の使用禁止および関連する税務士未登録者による税

務士名称の使用禁止違反についての監視監督およびこれについての事後管理など、厳格に法を

執行する上での実効性の問題から両者いずれも事実上有名無実な条文と思われる。したがって公

認会計士会との地道な対話と論理の研究を通じて自動資格に関する制度を改善してゆく課題が

残る。

憲法裁判所の判決も税務士が租税専門家としての固有の職域として認めており、自動資格廃止

についての社会的なコンセンサスも形成されており、現在進行中の立法過程でも我々の正当な論

理が反映されており、自動資格の廃止が世界的な趨勢として国民の合理的選択を保障するための
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Ⅰ. 提案経緯

1. 発 議 者: 議員 等 11人

2. 発 議 日:  2008年 8月 7日

3. 回 付 日:  2008年 8月 29日

Ⅱ. 提案理由 並びに 主要内容

現行法は、弁護士資格を取得する場合に、自動で税務士資格を持つことが出来るように なって

いるが、合理的理由なしで弁護士資格取得者に不当な特典を与えるということだけではなく、専門

性が要求される税務分野の専門性を向上していき、消費者たちに高品質の税務サービスを提供

するために弁護士の税務士資格自動取得を削除しようと考えるものである。(第3条 第4号 削除). 
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Ⅲ. 検討意見

□ 改正案は税務分野の専門性を高めるために弁護士資格がある者に付与している税務士資

格自動取得規定を削除しようとすることとして, 次と同じような点を勘案すれば妥当な側面があ

ると判断されること1)

第一に、税務士資格試験に合格していない弁護士並びに公認会計士に、税務士資格を付与

したり、税務士名称を使用させようとすることは、資格者名称を排他的に使用できるようにする国

家資格試験制度の本質から外れるだけでなく、違う資格の検証を通して、付与された各資格者

の専門性に対する国民の信頼と選択権を毀損しうる。

すなわち国家が施行する資格試験制度は、税務士の場合、税務分野に関して専門的な知識

を備えた者を選抜して、国民の要求に応える良質の税務代理サービスを提供しようとするものだ

から、弁護士等が税務士の名称を使用する場合、これらに税務士としての専門的な知識と資質

を備えることで、信頼するようにすることで税務代理を利用しようとする国民の合理的選択権を制

約することができると考える。

参考に、税務士法と弁理士法を除外した残りの資格関連法律などは当該資格試験で合格す

る者の外に、弁護士に対する自動資格付与制度が用意されていない。

区 分
現 行

(税務士法 第3条)
改 正 案

税務士資格取得

◦税務士資格試験で合格した者

◦公認会計士の資格がある者

◦弁護士の資格がある者 〈削 除〉
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第二に、弁護士など特定資格所持者に税務士資格を付与するのは、税務士資格制度施行初

期に資格試験合格者の不足問題を補完するためのものといえるが、現在は毎年700名くらいの税

務士合格者を輩出して、専門税務士を十分に供給しているので、弁護士などに対する税務士資格

自動付与の必要性は高くない。

第三に、電子税制が拡大して、企業の会計と税務がより一層複雑になるなど、納税環境の変化

により税務分野の専門性を高めるためには、関連分野に対する専門的な知識と経験が必要だとい

えるが、2)司法試験の場合、税務業務に関する科目が殆どなく、1次試験選択科目になっている租

税法もほとんど選択されていなくて、大部分の弁護士資格証所持者が税務士業務に必要な専門

知識を備えているとはいえない側面がある。3)

〈 弁護士および税務士の試験科目比較 〉

区分 税 務 士 弁 護 士

第

1

次

試

験

科

目

◦財政学

◦会計学概論

◦税法学概論

◦商法 (会社編)

◦択一 (商法・民法・行政訴訟法)

◦英語

◦憲法

◦民法

◦刑法

◦択一(国際法・労働法・国際取引法・租税法・知的

財産権・経済法・刑事政策・法哲学)

◦英語

第

2

次

試

験

科

目

◦税法学1部(国税基本法・所得税法・法人税法・相続

税および贈与税法)

◦税法学2部(付加価値税法・特別消費税法・地方税法

(取得税.登録税.財産税.総合土地税に限る)・租税

特例制限法)

◦会計学一部(財務会計・原価管理会計)

◦会計学二部(税務会計)

◦憲法

◦民法

◦刑法

◦商法

◦行政法

◦民事訴訟法

◦刑事訴訟法
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第四に、改正案は弁護士が税務士資格を自動で取得するのを廃止することで、弁護士法による

弁護士の一般法律事務として税務代理業務を遂行することまで禁止するのではないので弁護士

の職務範囲を侵害するのではない。

第五に、現行税務士法 第３条には税務士試験合格者・公認会計士および弁護士に税務士資

格を付与するようになっているが、同法 第20条 第2項では、同法第6条により登録した税務士資

格試験合格者にだけ税務士名称を使えるようにしている。

ところで、これらに税務士名称を使用できないようにしながら、会計士・弁護士に税務士資格を

付与するのは矛盾した立法と見える。4)

したがって、税務士法 第3条の弁護士・会計士に対する税務士資格自動付与制度を廃止して,

立法的矛盾を解決する必要がある。

第六に、韓米自由貿易協定など継続的な自由貿易協定(FTA)締結により、法律サービス分野市

場が一定部分開放されると予想され、固有職域を取り囲んだ各資格者間に、進んで海外資格社と

の職域争いが本格化する状況に至っているので、これを明確に区分して、事前に争いごとを調整

する必要がある。

□ただし、弁護士に税務士資格を付与しなくても、弁護士法第3条により弁護士の職務として税務

代理業務を遂行することが可能なので、改正案の実益がないという点、国民に対する総合的

な法律サービス提供の次元では、弁護士にも税務士資格を付与する必要があるという点、最

近多様な分野の専門家を法曹人によって養成するための法学専門大学院(ロースクール)制

度が導入されたという 点などを理由で改正案に反対する意見もある。5)
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日本側質問事項に対する回答

(質問１)

韓国では今回の電子税金計算書をはじめとして、税に関する電子化が、日本に比べて非

常に広く普及されていると考えています。 その理由として、電子化するのに伴った税額控除

などの恩恵を与えていると考えますが、税額控除の他、別の理由は何だと考えられますか？

日本で税の電子化を普及するために参考にしようと思うので回答をお願いします。

(回答)

２００２年度付加価値税申告から、電子申告を施行した後、現在韓国での電子申告は、完全

定着段階に入りました。 納税者に税額控除というメリットを施行初期からズームして、電子申

告比率を増加させたことは否めないです。 税額控除以外他の理由として次が挙げられます。

1．インターネット インフラの構築

経済協力機構(OECD)によれば、２００１年度が17.2%、２００２年が21.8%、２００３年度が23.8%

で、着実に普及率が増加しており、２００８年度末、基準超高速インターネット普及率は24.9%(O

ECD会員国平均普及率10.2%の2倍水準)で、会員国中最高の水準です。 このように電子申

告をするための環境整備が電子申告比率を増加させたと見ています。

2．住民登録制度および事業者登録番号制度

韓国では、個人納税者の場合、個人の住民登録番号を利用して、国税庁コンピュータ・ネッ

トワークに接続が可能で、法人事業者の場合、すでに付与された事業者登録番号で、本人か

どうかの確認して、国税庁のホームタックス サービスに加入することになります。

したがって、このような住民登録番号や法人の事業者登録番号が完璧に付与されているこ

とで、電子申告が円滑に遂行されていると見られます。

3.納税者の電子申告を税務士が直接行う

受任業者の税務代理をする場合、税務情報利用同意書を、事前に受任契約と同時に作成

しています。 したがって、受任契約になった場合、納税者の電子証明書を追加で提出する必

要はなく、公認認証書だけで、電子申告が可能です。 何よりも重要なのは、納税者の電子申

告を直接するという点です。 受任を受けた業者はすべて、電子申告をするように奨励してい

ます。
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(質問２)

電子税金計算書発行制度により、韓国税務士会としては、いかなるメリットがあって、一方、

デメリットは何であると考えられますか？ 今回、韓国税務士会が電算法人の設立を準備して

いますが、セキュリティの面を含め、その現状と将来性に対する見解を聞きたい。

(回答)

１．電子税金計算書発行制度にともなう韓国税務士会のメリットおよびデメリット

(1) メリット

ペーパー税金計算書発行による、現行税務士業界の業務は、資料受取後、ペーパー伝票

入力作業を経なければならないが、電子税金計算書発行制度のもとでは、資料受取およびペ

ーパー伝票入力作業が省略され、データ連動を通した会計処理が可能になって、単純業務

を大幅減少させることができます。

税務士業界の単純業務減少は、顧客取引先に対する良質の税務コンサルティング提供に

つながって、顧客に対する信頼性が、一層強化される効果がつながると予想されます。

また、ネットワークを通した税金計算書取得で、税務申告時、誤謬発生率を画期的に減少さ

せて、業界の業務錯誤による紛争で発生する加算税負担を減少させてくれます。

(2) デメリット

電子税金計算書発行による自動連動記帳で、税務士業界の単純資料入力業務が減少す

ることによって、顧客の手数料引き下げ要求が提起される場合、税務士業界の収益性が悪化

することになる。

これとは反対に、法人の税金計算書、月締め切りにともなう税務士業界の相談頻度が増加

して、業務量がむしろ増加することもあり、零細な法人の場合、税金計算書発行時、さらに多く

の指導を必要として、業務量が増加することになる。

電子税金計算書制度の下では、月別取引を土台に、税金計算書を翌月１０日まで発行しな

ければならないのに、単純発行の場合は問題がないが、事実関係が複雑な場合、または(一)

税金計算書発行などの場合、より迅速・正確な判断が要求され、これによる税務士業界の原

価上昇が伴うことになり、有効でない税金計算書発行による責任問題等で、納税者と税務士

業界との争いが増加することになる。
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２．韓国税務士会の電算法の設立にともなうセキュリティおよび将来性 等

現在予想される年間電子税金計算書発行規模は6億件と推定され、これは1,200億ウォンの

新しい市場になり、韓国内では約７０社余りの業者が参加をしています。

後発業者として、競争に飛び込んだ韓国税務士会設立電算法人の(株)ハンギルTISは、単純

な税金計算書発行だけでない、その次の段階の会計との連動を通じて、企業が実質的に必

要とする付加価値税申告との連動はもちろん、もう一歩出て、税務士だけが提供できる特化さ

れた税務コンサルティングを提供する予定です。

電算法人の収益性のための1次課題である顧客確保は、顧客取引先と直接的に関連がある8,

500人余り韓国税務士会会員税務士の人的財産を利用する計画であり、電子税金計算書発

行業者で国税庁から認証を受けるためには、資料の保安等の色々な要件を整えてこそなる事

項で、わが会の電算法人は、機能性、保安性、事後管理などの認証審査を無難に通過して、

電子税金計算書発行にともなう機能、保安、事後管理については、問題点が全く発生しない

だろうと予想しています。

総合してみれば、電子税金計算書発行市場は、国税庁の強力な意志で、その規模が拡大す

るしかなく、税務士業界は私たちの業務領域確保のための市場先行獲得のために、電算法人

を設立したが、さらに重要なのは電算法人設立を通じて、取引先の大切な情報を税務士と税

務士会が保護して、先導することができるし、電算法人運営を通じて、専門資格者として税務

士の役割をつくすことができる契機になるでしょう
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(質問3)

2003年の税務士法改正時に弁護士∙公認会計士に対する自動資格は廃止されず、税務士

による名称の使用独占は勝ち取りましたが、この改正以降、実際に税務士として登録した弁

護士∙公認会計士は減少したのでしょうか?

(回答)

発表資料の中で、税務代理人の現況のうち(1)国税庁税務代理人登録現況で、2004年から

税務代理人として登録した公認会計士については、2003年以前の税務士資格を有する公認

会計士と2004年以降に合格した公認会計士の数が反映されており、弁護士については、2004

年以降は2003年以前の税務士資格を有する弁護士が新規で登録した数として見る必要があ

ります。2004年以降に合格した弁護士は、国税庁税務代理人として登録できません。

資格士別総数 国税庁税務代理登録 税務士会登録区分

公認会計士 弁護士 公認会計士 弁護士 公認会計士 弁護士

2004年 7,886 6,888 5,740 428 151 26

2005年 9,267 7,693 6,447 515 157 26

2006年 10,137 8,425 6,819 549 159 24

2007年 11,068 9,226 7,221 586 155 25

2008年 12,191 10,174 8,030 620 159 24

表に見られるとおり、改正以後の国税庁税務代理登録は、公認会計士と弁護士の登録割

合が直前年度比で毎年増加しており、全資格士比の税務代理登録の割合は公認会計士が2

004年 72%, 2005年 69%, 2006年 67%, 2007年 66%, 2008年 65%となっており、弁護士は毎

年平均6%程度の水準を維持しています。

2004年および2005年については、改正前規定が適用された公認会計士と弁護士が、公認

会計士会と弁護士会の登録奨励を受け、公認会計士と弁護士の登録割合が一時的に多くな

っていることが確認できます。
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(質問4)

資料によれば、2003年度の税務士法改正以降、税務士として登録した弁護士には「教育関

連義務規定」、「懲戒関連規定」、「業務(秘密厳守∙信義誠実)規定」、「罰則規定」などの規定

は適用されていないのでしょうか?

① なぜ適用されないのでしょうか?

② その結果、制度運営上の弊害が生じないのでしょうか?

③ 今後、縮小∙廃止の予定はありますか?

韓国ではさらに、「国税庁登録の税務代理人」、「税務士会登録の税務士」が存在しますが、

制度運営上問題は発生しないのでしょうか?

(回答)

① まず、2003年の改正後2004年以降に合格した弁護士は国税庁の税務代理登録簿に登

録できません。また弁護士は、弁護士法第3条により弁護士固有の職務で包括的な法律事務

の一環として税務代理を行えると主張し、税務代理人としての税務士法の適用や税務士会の

権利及び義務を回避しています。

② 資格士が税務代理を開始しようとする場合、国税庁の税務士登録簿(税務士)、税務代

理業務登録簿(公認会計士)に登録すれば税務代理管理番号が付与され、毎年税務調整チ

ームを構成して国税庁に申請しなければなりませんが、2004年以降に合格した弁護士は国税

庁の税務代理業務に関する事務処理規定により登録、管理番号の付与及び調整チームとし

ての申請ができません。弁護士が税務士資格を有しながら国税庁に登録できないため、一般

的な税務代理業務(記帳及び税務調整など)ができなくなる問題があり、国税庁も頭を悩ませ

ています。

③ 弁護士に対する税務士資格の付与を廃止すべく税務士法の改正に向け取り組んでお

り、税務士自動資格が廃止されれば、弁護士法により税務代理を行う場合は弁護士法でこれ

に関する規定を検討しなければならないでしょう。

一方、各資格士が税務代理を行う場合は、国税庁に登録する必要があります。2003年の改

正以前の税務士資格を有する者と改正以降に税務士試験に合格した税務士は、税務士会の

会員として登録するため二つの制度の運営上の問題はありませんが、数次の税務士法改正

により2003年以前の税務士資格を有する弁護士と公認会計士が改正以後の税務士として登

録する場合、税務士法のすべての規定を適用すべきですが、法執行の実効性に問題があり

ます。
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韓国側質問事項に対する回答

(質問 1)

会計参与制度は、２００６年５月、日本で初めて始まった制度として、この制度を内外に普

及・育成するために、自主的に広報活動をするなど、全会員が努力しているが、今日この資料

によれば、会社の顧問税理士が会計参与を兼ねている比率が９２.７％と高くなっており、会計

参与に対する月額報酬額が、１０万円超過企業が２０.５％にもなります。 また、全国的に会計

参与を設置した業者が、１,５８０社と推定されています。 結局、企業が会計参与も設置して、

税務申告時、書面も添付し、税理士に対するフィー（報酬）が増加する、すなわち報酬の２重

払い的な要素があるので、この制度が定着拡大していないのではないかという考えを聞きます。

これに対する見解を教えて下さい。

（回答）

会計参与に対する報酬については、10万円超の企業が20.5％である一方、10万円以下の

企業は63.8％と調査対象企業の過半数以上の割合を占めており、その内5万円以下の企業

の比率は39.7％となっており、一概に会計参与の報酬費用が高額であるとは言い難いと思わ

れます。

会計参与の報酬は、会社法により、定款にその定めがない場合は、株主総会の決議によっ

て定めることとされており、報酬の額は、会社の規模、計算書類の保存・開示も含めた役務提

供の度合い、責任の重さなどにより株主総会によって原則決められるものであります。

確かに会計参与制度を主に利用する中小企業にとっては、税理士報酬以外に会計参与報

酬を負担することは、安易なことではないと思われます。しかし、会計参与制度は、従来、商法

特例法上の大会社（資本金５億円以上または負債総額２００億円以上の株式会社）には、会

計監査人（公認会計士・監査法人）による監査が義務付けられていたところ、中小企業にとっ

て会計監査と業務監査（取締役の業務執行の適法性について監査を行う）の双方を義務付け

られている監査役の確保は困難であり、会計監査人監査は信頼性は高いが、コストが高いと

いう課題が指摘されていたことから、過度な負担なく中小企業の計算書類の信頼性を向上さ

せるために、税理士等の会計専門家が取締役等と共同して計算書類の作成を行うことにより

その信頼性を高める制度として創設されることになりました。

したがって、必ずしもコスト面の負担が重いとの理由によるものではないと考えております。

また、顧問税理士が会計参与を兼ねている比率が高いとの指摘につきましては、顧問税理

士が積極的に制度PRを行ってきたことと、顧問税理士が適切に会計業務に対応してきた表れ

であると認識しているところであります。
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ただ、会計参与設置会社が制度がスタートしてから3年余経過した現在において税理士登

録者数約71,600名に比べて1,580社程度にとどまっていることについては、「中小企業庁アン

ケート調査結果」から分かるように、会計参与制度を知らなかったとする企業が26.4％となって

いることから、決して制度の周知は不十分ではないというように考えています。したがいまして、

やはり利用者である中小企業にとって導入に対する明確なメリットが見えにくいことや導入した

場合の金融機関等のインセンティブがまだまだ導入の動機づけとなるまでには至っていないこ

と等があると思っています。

そこで、本会では、会計参与制度について、制度の周知から普及・定着段階にあるとの認識

の下、その施策を検討し実施すべく、『会計参与普及推進委員会』を新たに設置して取り組ん

でいるところであります。

（質問 2）

日本の書面添付制度は、税務当局の税務調査前に、税務専門家の意見を聴取することで、

税務執行の円滑化と簡素化に寄与し、同時に税務専門家の立場を尊重する非常に効率的な

制度と認識されるところ、書面添付制度施行後、所得税および法人税分野で、書面添付およ

び意見陳述によって、充分な疏明が成り立ち、納税者に対する実地調査が執行されなかった

比率がどの程度なりますか？

（回答）

平成18事務年度から平成20事務年度における法人税の書面添付、意見聴取並びに実地

調査省略割合については、下表のとおりとされており、調査に係る事前通知前の意見聴取の

結果、実地調査が省略した割合については、30％前後にとどまっています。

この原因としては、添付書面の具体的な記載事項が不足している、あるいは意見聴取の機

会が積極的に活用されてこなかった、など税理士並びに税務官公署双方の本制度に係る立

法趣旨の浸透が十分でなかったことが考えられます。

このことから、意見聴取を含む書面添付制度のより一層の普及・定着のため、平成20年６月

13日付の日本税理士会連合会と国税庁における合意事項を受けて、日本税理士会連合会で

は、添付書面作成にあたっての留意点や基準となる「添付書面作成基準（指針）」が、国税庁

では、調査省略通知の具体的な運用を明記した事務運営指針が、平成21年４月１日に制定さ

れました。

本事務運営指針については、平成21年７月10日より実施されていることから、新たに導入さ

れた文書による調査省略通知割合に関する今後の動向も踏まえて、平成21年度の実績が注

目されるところです。
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なお、所得税に関しては、国税庁その他行政機関の統計等において具体的な実績が現時

点で確認されないことから、本件に係る回答については、差し控えます。

税理士法第33条の２に係る書面添付割合（法人税）

事 務 年 度

項 目
平成18事務年度 平成19事務年度 平成20事務年度

申 告 件 数 ① 2,787千件 2,799千件 2,794千件

税理士関与件数 ② 2,414千件 2,434千件 2,438千件

書 面 添 付 件 数 ③ 130千件 139千件 148千件

書 面 添 付 割 合 ③／② 5.4％ 5.7％ 6.1％

意 見 聴 取 割 合 ④ 3.5％ 3.4％ 3.3％

実 地 調 査

省 略 割 合

⑤ 32.9％ 29.3％ 36.0％

（注）

１．各事務年度の実績値については、各年７月から翌年６月末までに法人税の申告期限が

到来し、申告書の提出があったものが対象とされています。

２．意見聴取割合は、書面添付件数に占める意見聴取件数の割合を示しています。

３．実地調査省略割合は、意見聴取件数に占める実地調査を省略した件数の割合を示して

います。
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（質問 3）

書面添付制度の施行が、税理士業界の収益創出に、どんな影響を及ぼしているのか、気

になります。

もし、収益創出に寄与しているならば、これはすなわち、納税者の納税協力費用が増加す

るようになり、これによる納税者の不満や、他の意見があるのか教えて下さい。

（回答）

日本における税理士は、その社会的な役割を高め、ビジネスチャンスを増加させる一方で、

税理士を取り巻くリスクも増大してきているのが現状であり、本稿の主題である書面添付制度を

含めて、我々税理士は、納税義務者に対して、いかにして直接的なサービスを提供し得るか

否かが社会から要請されることとなります。

したがって、税理士法に規定する税理士の権利である書面添付制度を実践することは、自

らの収益創出のためではなく、高度専門家である税理士が業務水準と品質向上の観点から、

独立した公正な立場において、その責務を果たすことを使命として作成することに本旨があり

ます。

添付書面は申告内容の保証書ではなく、申告書の作成に当たって、その納税者に対して、

我々税理士がどのような方法に基づいたか、また、税務上の問題点をどこまで検討したのか、

関与の程度、そのプロセスというものを開示するものです。

税理士が本制度を積極的に活用することで、税理士による関与先納税者に対する適正な

申告指導が充実し、結果として、実地調査の省略や簡素化につながった場合には、調査の受

忍義務が回避あるいは軽減される利点を享受できることとなります。

これによって、関与先との信頼関係が強化されれば、関与先の維持増加につながるとともに、

あくまでも副次的な効果ですが、高度なサービスの対価として顧問報酬が増額される可能性も

あり、税理士事務所（税理士業界）の収益創出に寄与することも考えられます。
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（質問 4）

書面添付制度は、２００１年度に税理士法を改正時、適用範囲が拡充された後、毎年徐々

に増加しているが、２００７年度帰属法人税の場合、書面を添付した業者は５.７％に過ぎず、

現在は醸成段階にあるといえます。

この比率を高めるために、日本税理士会連合会で対処している方法があるならば教えて下

さい。

（回答）

書面添付制度は、平成13年の税理士法改正により飛躍的に拡充された制度となりましたが、

先の回答のとおり、平成18事務年度における書面添付割合は5.4％と、税理士が積極的に実

践しているとは言いがたい状況にありました。

そこで、平成19年３月23日、日本税理士会連合会は国税庁に対して「税理士法第33条の２

に規定する書面添付制度の普及・定着に関する要望書」を提出し、①「無予告による実地調

査」の原則廃止、②文書による調査省略の通知、③意見聴取と実地調査との境界の明確化、

④添付書面様式の改善について求めました。

その後、日本税理士会連合会と国税庁の間に「書面添付制度の普及・定着に関する協議

会」が設置され、書面添付制度の普及・定着が税理士の社会的地位の向上と信頼される税理

士制度の確立に有用であること、また、結果として、税務行政の円滑化・簡素化にも寄与し、

双方に大きなメリットがあることから、①以外の要望が受け入れられ、平成20年６月13日に「書

面添付制度の普及・定着」に係る合意が整いました。

合意事項は、①添付書面様式の改善、②調査省略通知関係、③税務署職員及び税理士

会会員に対する広報、④国税局と税理士会並びに税務署と税理士会支部との協議を柱として

います。

①の添付書面様式の改善については、平成20年９月１日以降より、「収受印」欄及び「追加

記載する事項」欄が加わった新様式が適用されることとなり、平成21年４月６日からは、国税電

子申告・納税システム（e-Tax）でも、新様式での受付が可能となっています。

さらに、②の調査省略通知については、本合意事項並びに協議会とWG（ワーキンググルー

プ）における協議を踏まえて、日本税理士会連合会では、良好な添付書面の作成基準として

「添付書面作成基準（指針）」が、国税庁では、調査省略通知に係る「事務運営指針」が、平成

21年４月１日にそれぞれ制定されました。

これらの措置によって、良好な添付書面に係る意見聴取が行われた結果、調査の必要がな

いと認められた場合には、税理士又は税理士法人に対して「現時点では調査に移行しない」

旨の連絡が原則として文書により行われることとされ、書面添付制度の運用面での環境が整

備されました。

日本税理士会連合会では、書面添付制度の本格的な普及・定着と円滑な調査省略通知の

実施に資するため、税理士会内における相談窓口、また税務署と税理士会支部間での協議

会の設置を推進させるとともに、税理士会における研修会の開催や広報を通じて、書面添付

制度を浸透させる様々な取組みが継続的に実施されているところです。
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（質問 5）

今韓国でも、日本の書面添付制度とは程度の差こそあれ、中小企業中央会で、国税庁に

「中小企業誠実申告検証制」という制度導入を強力に要請するために、今その案を用意する

ために、専門業者に外部用役（サービス）を依頼した状態で、近い将来、その研究結果が出る

だろうと見ています。これについて助言する内容があれば教えて下さい。

例をあげれば、日本で実施されている書面添付制度中、長所として韓国側に伝達したい内

容等です。

(参考：韓国の「中小企業誠実申告検証制(予定)」とは、税務調査方式の改善作業の一つとし

て、中小企業の場合、事前検証を受けることで、税務調査に替える制度です。)     

（回答）

本稿に記載のとおり、税理士が書面添付制度を積極的に実践することは、昭和55年の税理

士法改正において日本の「租税法律主義」と「申告納税制度」を具現化した、税理士法第１条

の「税理士の使命」を実現することにあります。

租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図るためには、申告納税制度の

理念に沿った納税義務者の自発的でかつ適正な申告と納税に立脚することとなりますが、独

立した公正な立場において、納税義務者の信頼にこたえることができるのは、税務並びに会

計いずれにも精通した高度専門家である我々税理士であります。

税理士と税務行政の本質的な役割は、税理士による納税義務者に対する申告指導の充実、

そして税務行政においては、税理士を尊重する姿勢と税理士の厳正な申告指導を受けた適

正な申告書を最大限に尊重し、申告の是認が、実地による調査の省略が、さらには適正な納

税が、良心的で専門的な税理士の関与によって実現することにあります。

こうした立法趣旨に照らし合わせたとき、最も効果的にその役割を実現することができる手

段は、書面添付制度を活用することにあり、また正道であると考えます。

項目事項として、列挙すれば、

１．税理士の業務水準の向上

２．税理士の責任範囲の明確化

３．関与先納税者との信頼関係の更なる構築

４．税務並びに会計に関する高度専門家としての税理士の社会的地位の向上

５．実地調査の省略による関与先納税者の受忍義務の回避あるいは軽減

などが挙げられます。

貴国における「中小企業誠実申告検証制（予定）」が、税務調査方式の改善作業の一つとし

て、中小企業の場合には、いわゆる「事前検証」が税務調査方式に代わるものということは、程

度の差こそあれ、日本における書面添付制度に係る「実地調査の省略」と同様の効果が期待

され、今後の貴国の成果に、日本における書面添付制度が良き指標となることを強く望みます。







































































































































































































1

主題 副題 發表文

Ⅰ（日本/主題） 書面添付制度 對 ∕  2

發表者 : 業務對策部長 田 中 勇 治

Ⅱ (日本/副題) 會計參與制度                                           / 20

發表者 : 會計參與普及推進委員長 岩 橋 一 好

Ⅲ (韓國/主題） 電子税金計算書 發行制度 對 ∕ 28

發表者 : 國際 事 郭 泰淳

Ⅳ (韓國/副題) 税務士 名稱使用 獨占                             / 40

發表者 : 國際部員 黄 仁宰



3

平成21年 10月 13 日（火）

第５回日韓学術討論会

於 ： 近 畿 税 理 士 会 館

日本における書面添付制度の変遷と今後の展望について

― 韓国・中小企業「誠実申告検証制度」の導入に向けて ―

梗 概

（５分）

１ 書面添付制度の変遷と概要

１．１ 書面添付制度の変遷

１．２ 税務代理権限関係（税務代理権限証書）

１．３ 書面添付制度の概要

１．４ 意見聴取制度の概要

１．５ 書面添付制度と意見聴取制度の関係

（５分）

２ 書面添付制度が与える効果と留意点 ― 添付書面作成への実務的対応を中心に ―

２．１ 日本税理士会連合会「添付書面作成基準（指針）」の制定

２．２ 国税庁「書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等

について（事務運営指針）」の制定

２．３ 税務代理権限証書記載事例・添付書面記載事例（法人税）

２．４ 添付書面作成にあたっての税理士の対応－ 実務的観点からの課題検証 －

（５分）

３ 意見聴取制度が与える効果と留意点

３．１ 事前通知前の意見聴取後に提出された修正申告書に係る加算税の取扱い

３．２ 質問検査権との関連性

３．３ 意見聴取にあたっての税理士の対応

３．４ 意見聴取に関する模擬事例（法人税）

（５分）

４ 書面添付制度が果たす意義

４．１ 社会環境の変化と税理士の責務

４．２ 金融機関等の対応と税理士の役割

４．３ 税理士の専門家責任

４．４ 税務行政との信頼関係の醸成

（５分）

５ むすびにかえて ― 今後の展望について ―
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１ 書面添付制度の変遷と概要（５分）

はじめに、書面添付制度の変遷と概要について説明いたします。

日本における書面添付制度の歴史は古く、制度自体の創設は、昭和 31 年の税理士法改正

に遡ります。書面添付制度は、全国の税理士会で構成される上部機関の日本税理士会連合会

の要請により創設され、当初は「税務行政による更正時」に税理士に対して意見陳述の機会

を付与する制度として創設されました。その後、昭和 55 年の税理士法改正で、税理士業務

の対象税目が原則として全税目に拡大されたことに伴い、書面を添付できる税目が、原則と

して全税目に拡大され、新たに「他人が作成した申告書の審査に関する書面」の添付ができ

ることとされました。そして、平成 13 年の税理士法改正では、税理士が記載した添付書面

の尊重と税理士の権利を拡充する観点から、税理士法第 35 条（意見の聴取）第１項に「調

査に係る事前通知前」の意見聴取制度が新設されたことに連動して適用範囲が拡充し、現行

の書面添付制度が体系化されました。

最近の動向としては、平成 20 年６月 13 日、日本税理士会連合会と国税庁において「書面

添付制度の普及・定着」と題する合意事項が、「参考資料１．」のとおり取り交わされ、書

面添付制度の更なる普及・定着に向けての環境が整備されています。詳細については、第２

章「書面添付制度が与える効果と留意点」並びに第３章「意見聴取制度が与える効果と留意

点」でご説明いたします。

なお、第１章「１．２ 税務代理権限関係」で記載のとおり、「調査に係る事前通知前」

の意見聴取にあたっては、税理士法第 33 条の２に規定する添付書面とあわせて納税義務者

から授権された税務代理権限を税理士が有することを証する書面の提出が要件となります。

この書面は、税理士法第30条に「税務代理権限証書」として規定されております。

続いて、書面添付制度の概要と、意見聴取制度の概要について説明いたします。

税理士が意見を表明する添付書面については、関与形態の違いによって「（税理士が申告

書を作成するにあたって）計算し、整理し、又は相談に応じた事項」を記載する書面と

「（他人が作成した）申告書を法令の規定に従って審査した事項」を記載する書面に区分さ

れ、先の日本税理士会連合会と国税庁による「書面添付制度の普及・定着」と題する合意に

基づき、国税庁より、平成 20 年６月 24 日付で添付書面の様式の改善に関する「法令解釈通

達」が、「参考資料２．」のとおり発令されています。

税理士法第35 条に規定する意見聴取制度については、平成 13 年の税理士法改正において

創設された事前通知前の意見聴取（第１項）と、従来からの更正処分前の意見聴取（第２

項）及び不服申立てに係る調査の意見聴取（第３項）の三つに区分され、税務職員に課せら

れた義務的な規定として設けられております。
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したがって、日本における書面添付制度とは、税理士法第 33 条の２に規定する「書面添

付制度」と税理士法第 35 条に規定する「意見聴取制度」を総称したものであり、平成 13 年

の税理士法改正で「調査に係る事前通知前」の意見聴取制度が創設されたことに伴って、従

来の枠組みを維持しながら、その存在意義を飛躍的に拡充させ、平成 14 年４月１日から新

たな運用が開始されました。つまり、税理士法第 33 条の２に規定される書面添付制度の変

遷は、税理士法第35 条に規定される意見聴取制度の変遷でもあり、税理士法第30 条に規定

される税務代理権限の明示を以って運用されているところです

２ 書面添付制度が与える効果と留意点（５分）

それでは、第２章の説明に入ります。第２章では、添付書面作成への実務的対応を中心に、

書面添付制度が与える効果と留意点について、各論を展開させていただきます。

日本税理士会連合会と国税庁では、平成 20 年６月 13 日に、先ほどご説明いたしました

「書面添付制度の普及・定着」とする合意を取り交わしました。この合意事項に基づく具体

的な環境の整備として、日本税理士会連合会では、「参考資料３．」のとおり、添付書面作

成にあたっての留意点や作成の基準となる「添付書面作成基準（指針）」が、国税庁では、

「参考資料４．」のとおり、意見聴取後に、調査省略を行った場合には、原則として文書に

よる調査省略通知を行う旨の「事務運営指針」が、それぞれ平成 21 年４月１日に制定され

ております。

この日本税理士会連合会が制定した指針によって、添付書面の意義が明確にされるととも

に、添付書面は税理士法による税理士固有の権利として作成されること、また、納税義務者

からの委嘱契約に基づく税理士業務の一環であることが明らかにされております。

そして、国税庁が制定した「事務運営指針」の改正事項は、本年７月 10 日以降運用が開

始されております。まず、書面添付制度を適性に運用し、税務執行の一層の円滑化・簡素化

を図っていくためには、国税庁と日本税理士会連合会の協調が不可欠であることを事務運営

指針のなかで明確し、税理士法第 35 条第１項に規定される「調査に係る事前通知前の意見

聴取」の結果、調査の必要性がないと認められた場合は、税理士に対して「現時点では調査

に移行しない」旨を、原則として書面により通知することとされています。

それでは、以下、国税庁「事務運営指針」に規定された「調査に係る事前通知前」の意見

聴取の概要について、ご説明いたします。

意見聴取の実施は、税務職員が、調査に係る事前通知を行う前に、税理士法第 30 条に規

定される税務代理権限証書に記載された税理士等に対して、添付書面の記載事項について意

見を述べる機会を与えなければならないとされ、時期や方法は、調査担当者が事前通知予定

日の１週間から２週間前までに意見聴取を行う旨を税理士等に連絡し、意見聴取の日時、方

法を決めることとされています。
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意見聴取の内容は、添付書面を添付した税理士等が申告に当たって計算等を行った事項や

意見聴取前に生じた疑問点を解明することを目的として行われ、意見聴取により疑問点が解

明した場合には結果的に調査に至らないとされ、個別・具体的に質疑を行うなど、意見聴取

の機会の積極的な活用に努めることとされています。また、指導すべき事項等については、

意見聴取の際に、税理士等にあわせて十分な説明を行うこととされています。

意見聴取結果の税理士等への連絡については、意見聴取を行った結果、調査の必要がない

と認められた場合には、税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨の連絡を、「意

見聴取結果についてのお知らせ」として、原則として文書により行うこととされています。

なお、税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を連絡した場合であっても、その

後、申告書の内容等に対する新たな疑問点が生じたときには調査を行うことを妨げるもので

はなく、その際に事前通知を行う場合には、改めて意見聴取を行うこととされています。

意見聴取後に提出された修正申告書に係る加算税の取扱いについては、第３章「意見聴取

制度が与える効果と留意点」で詳しく説明させていただきます。

参考までに、添付書面作成の実務的な対応として、税理士法第 30 条に規定する「税務代

理権限証書」及び税理士法第 33 条の２第１項に規定する添付書面の記載例を提示しており

ますので、あわせてご確認ください。

なお、この記載事例では、税理士が申告書を作成するにあたって、計算し、整理し、又は

相談に応じた事項について、税理士法第 33 条の２第１項に規定する添付書面に記載し、意

見を表明しています。

実際に意見聴取が行なわれる場合は、先ほどご説明した手順にしたがって、税務職員は、

税理士に対して「調査に係る事前通知前」の意見聴取を行わなければなりません。そして、

意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合には、税理士等に対し「現時点

では調査に移行しない」旨の連絡を、「意見聴取結果についてのお知らせ」として、原則と

して文書により行うこととされています。

このように、日本税理士会連合会「添付書面作成基準（指針）」と国税庁「事務運営指

針」の制定により、日本における書面添付制度の運用に当たっての環境は整備されたといえ

ます。

しかしながら、書面添付制度に関する税理士の対応や見解には個々の課題もあり、本稿で

は実務的観点から課題についての検証を加えました。

課題とされる論点としては、関与する納税義務者の選別化、不公平性、税理士の責任問題、

添付書面の虚偽記載と懲戒処分、そして税務行政の下請け論など、各論ありますが、いずれ

も書面添付制度の立法趣旨に鑑みて多角的に検討したとき、その課題とされる事象は、一部

の側面しか捉えていないことを本稿では主張しています。



11

３ 意見聴取制度が与える効果と留意点（５分）

それでは、第３章の説明に入ります。第３章では、書面添付制度と連動して運用される意

見聴取制度が与える効果と留意点について、各論を展開させていただきます。

はじめに、事前通知前の意見聴取後に提出された修正申告書に係る加算税の取扱いについ

てご説明させていただきます。

平成 21 年４月１日に制定された国税庁「事務運営指針」では、意見聴取後に提出された

修正申告書に係る加算税の取扱いについて、本稿に記載のとおり、「意見聴取を行い、その

後に修正申告書が提出されたとしても、原則として、（国税通則法第 65 条に規定する）加

算税は賦課しない」とされています。

しかしながら、意見聴取を行った後に、修正申告書が提出された場合の加算税の適用に当

たっては、非違事項の指摘を行ったかどうかの具体的な事実認定による「更正の予知」の有

無を判断することとされており、修正申告書が意見聴取の際の個別・具体的な非違事項の指

摘に基づくもので「更正の予知」があったと認められる場合には、加算税を賦課することと

されています。この検証に当たっては、その修正申告書の提出が、「調査があったこと」に

より「更正のあるべきことを予知してされたもの」であるかどうか、具体的な事実認定によ

って判断されることとなりますが、これを規定した国税通則法第 65 条第５項の解釈に係る

判例及び学説は、その事実認定により多岐にわたり、また争点とされているのが現状です。

したがって、広義における調査が開始されている過程において、税理士等への事前通知前

の意見聴取の時点で、仮に納税義務者には未だ連絡もされていない段階、あるいは意見聴取

後、実地調査に着手されていない、という段階だけを捉えて「無条件で加算税は賦課されな

い」と断定するものではなく、修正申告の対象とした具体的非違事項が、「どのような経緯

で」明らかにされたか、という個別の対応が必要となります。一考察としては、事前通知前

の意見聴取の段階、すなわち広義の調査着手後ではあるが、個別・具体的な非違事項の指摘

を受ける前に、税務代理権限を有する税理士が確認あるいは発見した事項について、納税義

務者が自らの意思で修正申告を決意し、実行した場合には、「更正を予知したもの」ではな

く、加算税が賦課されることはないもの、と結ぶことができます。

続いて、質問検査権との関連性についてご説明いたします。

税理士法第 33 条の２に規定される添付書面は、税理士の権利行使として添付するもので

あり、納税義務者の作成する、あるいは納税義務者に委嘱されて税理士が作成する税務書類

ではありません。したがって、「調査に係る事前通知前」の意見聴取は、税務当局と税理士

等との関連においてのみ行われることであり、また、意見聴取の対象となるのは税理士等の

作成した添付書面の記載事項のみであって、申告書そのものの記載事項ではないといえます。
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一方、質問検査権とは、税務職員が課税処分のために、納税義務者その他の者に対して法

人税法第 153 条などの規定に基づいて認められている、いわゆる「課税要件の事実に関する

質問及び検査を行う権限」のことでありますが、税理士法第 33 条の２に規定される添付書

面に係る意見聴取は、あくまでも税理士等の自主的、かつ任意の添付書面に係る意見の聴取

であり、意見陳述の権利を付与するということであって、基本的には質問検査権の行使には

該当しません。

また、税務当局も書面添付制度の運用にあたって、高度専門家たる税理士の立場を尊重す

る観点から、意見聴取に際しては、添付書面に記載された事項につき、個別・具体的な質疑

を行うなど、意見聴取の機会の積極的な活用に努めることとしています。

次に、意見聴取にあたっての税理士の対応についてご説明いたします。

書面添付制度の育成には、書面の記載内容の充実とともに積極的な意見聴取が必要であり、

税理士にとっても、税務官公署にとっても意見聴取の機会を積極的に活用することが期待さ

れます。税理士法第 35 条に規定される「意見聴取」の目的は、先に申しあげたとおり質問

検査権の要件の租税に関する「調査について必要があるとき」とは異なり、税理士により作

成された申告書又は税理士が審査した申告書の内容を確認するために行われるものと考えら

れ、この制度を普及・定着させていくためには、税理士及び税務官公署が互いに立法趣旨に

沿った運用に努めなければならず、信頼関係が基礎となります。そして、税務の専門家であ

る税理士は、意見聴取の機会には積極的に意見表明すべきであり、そのための心構えとなる

留意点として、本稿では10項目を挙げさせていただきました。

書面添付を行うことは、税理士に対して付与された権利の一つであり、また意見聴取は、

税務職員に対して課せられた義務的な規定として設けられています。

いずれにせよ、税理士による適正な権利行使と税務職員の厳正なる義務履行は、結果とし

て納税義務の適正な実現を図ることに寄与するものであり、「調査に係る事前通知前」の意

見聴取が積極的に活用されることが期待されます。

なお、本稿では、実務的対応として、第２章で提示した事例に基づき「調査に係る事前通

知前」の意見聴取に関する模擬事例を提示させていただきました。

この事例では、「調査に係る事前通知前」の意見聴取の結果、税理士の個別・具体的な意

見表明と税務職員の質疑の結果、申告に関する疑問点は解消し、現時点では実地調査へ移行

しないことが推定されます。
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４ 書面添付制度が果たす意義（５分）

それでは、第４章の説明に入ります。第４章では、税務に関する高度職業専門家である税

理士の社会的評価と、その地位の向上に寄与する制度である書面添付制度の果たす意義につ

いてご説明いたします。

はじめに、社会環境の変化と税理士の責務についてご説明します。

日本の社会環境は、国民の予想を超える域で質・量ともに大きく変化してきています。

そして、税理士を取り巻く環境もまた大きく変貌しており、平成 13 年の税理士法改正を

契機に、国税電子申告・納税システム（e-Tax）や地方税ポータルシステム（eLTAX）の導入、

中小企業会計基準の検討、さらに平成 18 年５月１日施行の会社法により、本日のもう一つ

の議題である「会計参与」が新たな業務に加わったことから、税務・会計の高度専門家とし

ての税理士の地位が向上するとともに、その業務分野は今後ますます多様化することが予測

されます。

したがって、我々税理士は、書面添付制度を実践し、書面を申告書に添付するに当たって

は、単なる書面としての提出ではなく、事務所の業務水準と品質向上の観点から、その責務

を果たすことを崇高な使命と目的として作成する姿勢が求められている、といえます。

続いて、金融機関等の対応と税理士の役割についてご説明いたします。

日本における書面添付制度は、金融機関を対象としたものではありませんが、税理士が自

己の責任、そして権利として、真正な財務諸表に基づき適法で適正な申告書を作成したこと

を書面により表明することは、その波及効果として、中小企業等関与先の金融機関における

信頼の醸成にも資すると思われます。このことは、企業情報のディスクローズが促進される

情勢下にあって、書面添付の効果が、税務当局との対応だけにとどまらず、広く金融機関を

はじめとする他官庁や社会にその存在を知らしめるものとして期待されるところであります。

次に、税理士の専門家責任について、ご説明します。

税理士には高度な善管注意義務（善良なる管理者の注意義務）が課せられており、業務の

遂行にあたっては専門家として適正な注意を払うことはもちろん、自己研鑽に努めることは

当然であり、同時に、法的な専門家責任を税理士も意識しておくべきであるといえます。

書面添付制度は、その責任の範囲で税理士が自らの意思で実践するものであり、添付書面

に明確に自分の責任の範囲を記載し、意見を表明することは、税理士に付与された権利行使

と結果として自分自身の法的な防衛機能も果たすものといえます。

次に、税務行政との信頼関係の醸成について、ご説明します。

日本における書面添付制度は、税理士の権利であり、申告書に書面を添付するか、また、

添付書面を作成する場合にも記載内容については、その税理士の裁量に委ねられています。

一方、課税権者である税務官公署においても、添付書面の記載内容及び事前通知前の意見

聴取をどのように活用するかは、その担当官の裁量に委ねられているのが現状です。

したがって、この書面添付制度を普及・定着させていくためには、税理士及び税務行政が

互いに立法趣旨に沿った運用を図ることが要請され、信頼関係の醸成が基礎となります。

そして、この信頼関係の醸成の過程において書面添付制度が普及し、成果が得られたとき、

制度の立法趣旨が実現されるもの、といえます。
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５ むすびにかえて ― 今後の展望について ―（５分）

最後に、日本における書面添付制度の今後の展望についてご説明します。

本稿では、日本における書面添付制度について、添付書面の効果と留意点及び「調査に

係る事前通知前」の意見聴取の取扱いなど、制度の変遷を踏まえて、実務的対応を中心に

論を展開してきました。

この制度は、平成 13 年の税理士法改正において創設された「調査に係る事前通知前の

意見聴取（税理士法第 35 条第１項）」に連動して書面添付制度の適用範囲が飛躍的に拡

充し、税理士法で付与された「税理士の権利」として、平成 14 年４月１日から運用が開

始されたものであります。

なお、書面添付制度における「調査に係る事前通知前」の意見聴取には、税理士法第

33 条の２に規定する添付書面とあわせて、納税義務者から授権された税務代理権限を税

理士が有することを証する書面（税務代理権限証書）の提出が要件となります。

また、書面添付制度に関する税理士の対応や見解には個々の課題もあることから、本稿

では、実務的観点からの課題について検討を加えるとともに、あわせて日本における書面

添付制度が果たす意義について主張いたしました。

しかしながら、先に申しあげたとおり添付書面の作成は任意であり、申告書に書面を添

付するかどうか、また、添付書面への記載内容も全て税理士の裁量に委ねられています。

日本における書面添付制度の活用の状況は、平成 13 年の税理士法改正による適用範囲

の拡充後、年々徐々に向上しているものの、全国ベースで 5.7％（法人税・平成 19 事務

年度）と、現在、醸成段階にあります。

税理士が書面添付制度を積極的に活用することの必然性、さらにはその本質は何か。

それは、昭和 55 年の税理士法改正において、日本の「租税法律主義」と「申告納税制

度」を具現化した、税理士法第１条の「税理士の使命」にあります。

租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図るためには、申告納税制度の

理念に沿った納税義務者の自発的でかつ適正な申告と納税に立脚しなければなりません。

そして、独立した公正な立場において、納税義務者の信頼にこたえることができるのは、

誰か。それは、税務並びに会計いずれにも精通した高度専門家である我々税理士でありま

す。税理士と税務行政の本質的な役割は、税理士による納税義務者に対する申告指導の充

実、そして税務行政においては、税理士を尊重する姿勢と税理士の厳正な申告指導を受け

た適正な申告書を最大限に尊重し、申告の是認が、実地による調査の省略が、さらには適

正な納税が、良心的で専門的な税理士の関与によって実現することにあります。

こうした立法趣旨に照らし合わせたとき、最も効果的にその役割を実現することができ

る手段は、書面添付制度を活用することにあり、また正道である、といえます。



19

現在、日本における各税理士会では、各国税局と継続的な協議が行われる状況にあり、近

畿税理士会でも、平成 21 年度の重点施策に「書面添付制度の普及・定着を図り、税理士業

務の信頼性を高める施策を実施する。」ことを筆頭に掲げ、税理士に対する研修会の開催や、

税務行政との継続的協議を通じ、税理士に付与された、書面添付制度の更なる普及・定着に

向けて挙会的に取り組んでいるところであります。

今後、日本において、この書面添付制度が更に普及・定着することによって、税理士法

第１条に規定される「税理士の使命」の実現が一層図られることを我々は期待するもので

あり、そして、今後、中小企業を対象に事前検証を受けることによって税務調査に代わる

制度として期待されている、韓国「誠実申告検証制度」の導入に向けて、日本における

「書面添付制度」が、良き指標となることを強く切望して、むすびに代えさせていただき

ます。

以 上
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（日本/副題）「会計参与制度」

～経過から現在の状況に関して～

「会計参与制度」につきましては、2006 年 9 月 21 日～22 日に韓国釜山にて開催されました第

2 回の学術討論会におきまして、「会計参与制度」の法制化を巡る経緯を中心に、主として会計

参与制度のポイント、すなわち、Ⅰ．会計参与の資格・設置範囲・選任方法・員数・任期、Ⅱ．

会計参与の職務と権限、そして、Ⅲ．会計参与の責任についてご紹介させて頂いたと思います。

今回は、会計参与制度が施行されてから 3 年数ヶ月経過しましたが、会計参与制度について

「経過から現在の状況に関して」ご説明したいと思います。

それでは、会計参与とはどのような制度であるかにつきまして、前回ご出席されていない方も

あると思われますので、あらためまして簡単に会計参与制度の創設の目的を中心にご説明させて

いただきます。

会計参与とは、株主総会により選任され、会計に関する専門的識見を有する者である税理士・

税理士法人または公認会計士・監査法人が、取締役･執行役と共同して計算書類を作成するとと

もに、当該計算書類を取締役等とは別に保存し、株主･会社債権者に対して開示すること等をそ

の職務とする株式会社の機関をいい、任意に設置できます。会計参与制度創設の趣旨は、特に会

計監査人の設置されていない中小会社の計算書類の記載の正確さを高めること、及び会計に関す

る専門的識見を有する会計参与が計算書類の作成に関与することにより、取締役の計算書類の作

成や株主に対する説明の労力が軽減され、取締役が経営に専念することができる等の特徴を有す

るとされています。

つまり、本制度は主に中小会社を対象として、計算書類の記載の正確性を高めることを目的と

していることから、計算書類の作成段階にも立ち入って、会計参与が当該会社の会計面を支援す

ることになります。

会計参与の任期は、原則として2 年、報酬額は株主総会で承認されます。

会計参与を設置した場合、その旨及び会計参与の氏名又は名称を登記するものとされ、会社･

第三者に対する責任については、社外取締役と同様の規律を適用するものとし、株式会社に対す

る責任については株主代表訴訟の対象となります。

会計参与を置くことによるメリットについては、監査役を置かない簡素な機関設計の株式会社

でありましても、専門家の関与した信頼性の高い計算書類を作成、開示することによりまして、

その会社の信用度の向上や取引金融機関等に対する透明性が増し、例えば、従来よりも有利な条

件で融資を受けることができるということが考えられます。
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次に会計参与制度の経過につきまして制度の普及・定着に係る取組状況を中心にご説明いたし

ます。

会計参与制度は、わが国はじめての制度であるとともに諸外国に類を見ない制度であり、実際

に業務にあたって拠るべき指針が内外に存在しないこと、また同制度が中小会社の計算書類の適

正性の確保とその信頼性の向上であることから、そこで何をもって「適正」とするかのルールと

して、会計参与が拠るべき統一的な会計処理の指針である『中小企業の会計に関する指針』が

2005 年 8 月に日本税理士会連合会をはじめとする関係 4 団体により策定・公表されました。さ

らに、会計参与が職務執行に際して拠るべき行動規範として「会計参与の行動指針」を日本税理

士会連合会が日本公認会計士協会と共同作成して公表しています。これら２つの指針は会計参与

としての職務水準の同一性の確保を目指したものであり、会計参与の職務執行にとって重要な指

針となっております。

日本税理士会連合会では、会計参与の社会的信頼性を確立することに資するためにこの 2 つの

指針に関する内外への周知を図っています。当会においても会員向けに実務冊子や研修会を実施

して周知と業務水準の確保に取り組んでいます。

さらに、会計参与制度は会社法上の制度であり、税理士業務とは別の重い責任が生じるととも

に、会計参与業務が新しい業務分野であることから、業務過誤によりどのような賠償責任が生じ

るか予測が困難こともあり、そのため、制度の定着の一環として 2007 年 7 月に会計参与の責任

を担保する賠償保険が日本税理士会連合会において創設されています。

一方、会計参与制度についての対外 PR については、日本税理士会連合会において関係官庁、

中小企業団体、金融機関等への普及・推進に係る協力要請を継続して実施するとともに、当会に

おいても先程ご覧いただきましたリーフレット「会計参与のススメ」を作成して、主に会員の関

与先等に会員を通じて配布を行っています。

以上、会計参与制度施行からの制度の周知・定着に関する取り組み状況につきましてご説明申

し上げましたが、当会では、特に会計参与業務は税理士業務と最も密着した領域であることから、

大切に育てて行かねばならない制度という認識で会長はじめ執行部一同が一致しているところで

す。
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引き続きまして、会計参与制度の現状につきましてご説明します。

日本における会計参与設置会社については、法人以外が会計参与となるために登記添付書類と

して必要な税理士会等が発行する「資格証明書」の発行件数により推定することができます。そ

れによると、本年 7 月末現在の資格証明書では、税理士会で 1,580 件、公認会計士協会の発行件

数は 328 件であり、税理士法人、監査法人を含めますと現在約 2,000 社以上存在していると推定

されます。

当会における発行件数については、388件となっており、日本における個人の税理士が就任し

ている会計参与設置会社の内、その約4分の1を当会の税理士が占めていることになります。

次に、会計参与に就任した税理士からはどのような感想が寄せられているかにつきまして、昨

年秋に日本税理士会連合会が行ったアンケート調査結果をもとにご説明します。

日本税理士会連合会がまとめた『会計参与に関するアンケート結果』（回答者 474 名）による

と、会計参与就任について、就任の経緯については、「関与先からの要請」が 73.9％で「自ら

の働きかけ」（27.6％）を大きく上回っており、企業からのニーズが多いことがうかがえます。

また、顧問税理士との兼務については、92.7％となっており、ほとんどが就任先企業の顧問税理

士を兼ねているという結果となっています。就任にあたり会社に要請したことは、「会計参与制

度への理解」（70.9％）、「中小企業の会計に関する指針の適用」（57.5％）、「会社法の遵

守」（50.9％）の順となっています。

就任企業についてですが、就任企業の数は、1 社が 78.7％と最も多く、また資本金は 1,000 万

円以上 3,000 万円未満の企業が 55.4％と半数以上を占め、創業年数では 30 年以上が最も多いほ

か、5 年未満のいわゆるベンチャー企業が 21.3％と次いで多くなっています。

報酬額は、一社あたり月額 5 万円以下が 39.7％と最も多く、5 万円超 10 万円以下、10 万円超

20 万円以下と続き、50 万円超も 1.3％でありますが回答がありました。

会計参与に就任して良かったことについては、「経営者からの信頼度が上がった」（46.1％）、

「自分自身のスキルアップになった」（42.3％）、「金融機関や取引先からの信用力が高まっ

た」（32.9％）などの回答が多く挙げられました。
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続いて、中小企業経営者から見た会計参与制度に関する意識について、中小企業庁が今年 3 月

に実施したアンケート結果（有効回答数 4,569 社）により説明します。アンケート結果によりま

すと、会計参与制度の導入状況については、会計参与制度を「すでに導入」している企業は前年

度調査から 5 ポイント増え 8.5％となっており、「今後導入する予定」（2.3％）とする企業を

加えると約 1 割となっています。また「周囲の状況をみて考える」とする企業が 12.8％となっ

ています。

会計参与を依頼している会計専門家については、「税理士」が 73.0％と最も多く、次いで

「公認会計士」が 15.5％、「税理士法人」が 9.4％となっています。会計参与制度を利用する際

に要した費用については、「50 万円未満」が 41.6％、「50 万円以上 100 万円未満」が 31.2％と

なっており、100 万円未満で 70％超を占めています。

また、会計参与を設置した理由としては、「金融機関等に対する全般的な信用力を高めたい」

が 36.2％で最も多く、次いで「取引先企業の信頼を得たい」が 16.9％、「顧問公認会計士・税

理士からの要望」が 11.2％となっています。

最後に、会計参与制度の社会的要請につきましては、会計参与設置会社を対象とした融資商品

を取り扱っている融資機関として、全国信用保証協会、銀行等を併せまして現在、全国に 48 の

機関等があり、いずれも無担保、無保証、優遇金利をいった優遇融資制度が実施されています。

以上、会計参与制度の経過から現状までを簡単にご説明いたしましたが、当会では、会計参与

制度自体が世界に比類のない制度であり安易な途ではないと思いますが、会計参与制度の普及・

定着に向け、① 対外ＰＲの拡大、② 優遇融資制度の推進、③ 実務研修会の実施などの活動を

していきたいと思っております。

以上で会計参与制度に関するご報告とさせていただきます。ありがとうございました。
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2009 年 10 月 13 日（火）

第５回 日・韓学術討論会

場所 ： 近畿税理士会館

韓国の電子税金計算書発行制度

（６分）

１ 付加価値税法 概要

１．１ 付加価値税の概念

１．２ 付加価値税の類型

１．３ 付加価値税の課税方法

１．４ 付加価値税の経済的効果

１．５ 税金計算書

（１３分）

２ 電子税金計算書 発行制度

２．１ 電子税金計算書 概要

２．２ 施行時期

２．３ 発行対象

２．４ 電子税金計算書 交付方法及び手続

２．５ 電子税金計算書 送付

２．６ 事業者が準備すべき事項

２．７ 税額控除と加算税

２．８ 制度の長所および問題点

（６分）

３ 今後の展望について

３．１ 韓国税務士会の対処案

３．２ 電算法人設立

３．３ 電算法人事業の推進現況
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Ⅰ．付加価値税法 概要

付加価値税とは、企業が追加創出した価値である付加価値（Added  Value）に対して課税する租税で、

代表的な間接税であり、課税対象による区分方法として国民総生産型（GNP  type）、所得型（NNP  

type）及び消費型（Consumption  type）の３通りの類型に分類でき、課税方法としては加算法と控除法が

あります。

加算法とは、付加価値の分配側面から付加価値を測定する方法であり、控除法は付加価値の生産側

面から付加価値を測定する方法で、この控除法は前段階取引額控除法と前段階税額控除法に区分され

ます。

韓国においては消費型付加価値税で前段階税額控除法を採択しており、この方法は一定期間中、各

企業の売上額全体について、税率を適用し計算した売上税額から、仕入取引時に徴収された仕入税額

を控除した金額を納付税額とする方法であります。

一方、付加価値税の経済的な効果としては輸出促進による国際収支の改善、投資誘因、資源配分の

合理化、税収確保及び予測の容易性、租税制度の簡素化を挙げることができ、否定的な効果としては物

価高騰、租税負担の逆進性、景気調整機能の不全などを挙げることができます。

付加価値税法において税金計算書は大変重要な事項であります。

この税金計算書によって仕入れと売上げが確定でき、領収書及び請求書の機能の他、帳簿としての機

能も与えられているからであります。

税金計算書の機能は次に掲げるとおりであります。

（１） 本来の機能

事業者は財貨等を供給するとき、税金計算書を交付することにより供給を受ける者に付加価値税

を転嫁することができ、供給を受ける者は取引徴収された付加価値税を仕入税額として控除を受け

ることで付加価値税の転嫁が可能となります。

（２） 派生的な機能

１）一般的な取引におけるインボイスの役割、掛け取引における請求書の役割、現金取引における

代金領収証の役割を果たします。

２）記帳における基礎的な証憑資料になる事はもちろん、零細事業者においては、税金計算書また

は領収証を保管した場合は記帳義務を履行したとみなされます。

３）課税行政上も大変主要な機能を果たす。交付した税金計算書と交付を受けた税金計算書

の相互機能を通して、売上税額と仕入税額の適正性の可否を確認する資料になる事はもち

ろん、所得税や法人税の課税資料としても活用できるからであります。
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Ⅱ．電子税金計算書 発行制度

電子税金計算書とは、税法上、公認されたデジタル税金計算書を言います。

既存の紙媒体における計算書との相違点は、発行される形態の違いであり、暗号化されたアルゴリ

ズムを通して、オンラインで発行されるため別途に出力が必要でなく、ハードディスク内に電子的に

保管でき、出力にかかる費用やスペースを減らす事ができ、経済的だということができます。

特に、付加価値税の申告において、毎月、税金計算書が自動的に合算、処理され申告期間にお

いて税務士事務所の忙しさをなくす事になります。

施行時期

（１） 法人事業者の場合には、2010 年 1 月 1 日から義務的に発行しなければならない。

（２） 個人事業者の場合には、経過を見た後に、追って施行する予定である。

電子税金計算書の発行対象

付加価値税法上の事業者には、業種別に付加価値税が課税される課税事業者と付加価値税が

免税される免税事業者で区分されており、課税事業者に限り、電子税金計算書を発行するようにな

っており、免税事業者が発行する計算書は除外されている。免税事業者は税金計算書を発行する

ことができず、ただ、計算書だけを発行することができる。

電子税金計算書の交付方法及び手続

（１） 自発的にＥＲＰシステムを設置するか、または税金計算書交付中継サイト（ＡＳＰ事業者）に

加入し、発行する方法。

（２） 国税庁発行システムまたは韓国税務士会が設立した電算法人を利用する方法。

（３） 電話機を通した ARS 発行またはクレジットカード決済網を利用した VAN 端末機により発行

する方法。

＊（３）の場合クレジットカード決済網を利用する対象者はクレジットカード加盟店または、現金

領収証加盟店の場合が該当し、今現在検討中であります。

発行手続きは次の手順です。

① 公認認証機関に認証書を申請する。

② 公認認証機関より税金計算書専用の認証書の発行を受ける。

■ 認証書発行費用

法人:4,400 ウォン(個人 2,200 ウォン)、 汎用:110,000 ウォン

③ 電子税金計算書を作成∙送信する。(インターネット電算システム)

④ 受信および承認(供給を受ける者)通知をする。

ASP 事業者等は国税庁の開発した「標準電子税金計算書ｖ3.0 開発指針」に適合したシステム

を準備しなければならず、この標準に適合した場合には認証マークを与えられ、国税庁から認証

を貰えなかった場合には ASP 事業者にはなれない。
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ERP システムの構築者および ASP(中継事業者)、国税庁電算システムのそれぞれの交付手続は

次のイラストを参照してください。

(1) 韓国電子取引振興院の標準認証を得た ERP などのシステム構築者または税金計算書中継事業

者(ASP)を介して取引する場合

(交付手続図解)

(2) 国税庁システムを通じて交付する場合(小規模事業者)

(交付手続図解)

電子署名後、取引情報を入

力
(税金計算書の発行)

受取内訳の確認

E-Mail 転送
電子署名

された取

引情報

[税金]計算書管理システム

ERP システム、ASP 事業者

事業者 B

事業者 A

電子署名後、取引情報を入

(税金計算書の発行)

受取内訳の確認 電子署名され

た取引情報

[税金]計算書管理システム

国税庁の

承認番号

付与

国税庁ホームページ

事業者 A

事業者 B
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電子税金計算書の発行および受取のための事業者の準備事項

法人事業者は 2010 年 1 月から電子税金計算書を発行して送信しなければならず、個人事業者な

どは法人事業者から電子的な方法により電子税金計算書の交付を受けなければなりません。

(1) 法人事業者(37 万社)

税金計算書発行のため自ら ERP システムを構築または ASP 事業者との契約を通じて発行準備

を完了しなければなりません。

また、税金計算書の発行に必要な公認認証書の発行も事前に受けなければなりません。一方、

他の法人が発行した電子税金計算書を受け取るためには必ず E-mail アカウントが必要であり、本

人が受け取った電子税金計算書を照会するために国税庁が運営する電子税金計算書ホームペー

ジにも加入しなければなりません。

(2) 個人事業者(400 万人)

法人が発行する電子税金計算書を受け取るための E-mail アカウントがなければならず、受け取

った電子税金計算書を照会するためには国税庁が運営する電子税金計算書ホームページに加入

しなければなりません。

しかし、個人事業者であっても電子税金計算書を発行しようとする場合は、法人事業者と同一の

準備をしなければなりません。

(3) 公認認証書

国税庁の電子税金計算書ホームページへの加入に必要な公認認証書として既存の汎用認証書

を使ってはならず、国税庁が準備している電子税金計算書専用の公認認証書を使用しなければな

りません。

(4) E-Mail アカウント

可能な限り大容量かつ電子税金計算書のみのアカウントを別に作成することが望ましい。

現在国税庁では大半がポータルサイトのメールアカウントを使用している実情を考慮し、電子税金

計算書がスパムメールとして処理される問題を事前に防止するため、ネイバー、ダウムとの間で、電

子税金計算書を重要情報として扱うよう一種の“国税庁発送メールボックス”を作成する案を推進中

であります。

税額控除と加算税

電子税金計算書の交付 1 件あたり 100 ウォン(年間の限度 100 万ウォン)について 2011 年 12 月 31

日まで税額控除を受けることができ、電子税金計算書を発行しなかった場合には供給価額の 2%を加

算税として徴収し、電子税金計算書の交付日が属する月の翌月 10 日までに電子税金計算書の交付

明細を国税庁長に送信しなかった場合は、供給価額の 1%を加算税として賦課します。
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電子税金計算書制度 の長所

(1) 業務時間の短縮 (2) ミスの発生が減少 (3) 装備およびスペースが不要 (4) 業務の利便性が増

大 (5) 経常費用の節減 (6) 虚偽税金計算書の根絶 (7) 徹底したセキュリティーが可能

電子税金計算書制度 の問題点

(1) 電算障害発生時に税金計算書の発行が制限される。

(2) 小規模事業者などの脆弱な階層でエラーが発生する可能性が常につきまとう。

(3) 国税庁の管理システム導入により、相当な財政的支出が予想される。

Ⅲ. 電子税金計算書発行制度 に対する韓国税務士会の対処案

2010 年の電子税金計算書制度の法人事業者義務化を契機に設立準備が進んでいる電算法人には、

会員の期待に必ず応えるべき義務と、税務士業界の永らくの念願を完結すべき課題が同時に課せられ

ている。今新たに出発する電算法人が成功を収めるためには、記帳および申告代理が可能な税務会計

プログラムを確保しなければならず、正確な市場分析および競争時の分析を通じて事業リスク管理を含

む現実的な事業案を提示し、多数の会員の意見などを集約・検討し、2～3 年後も記帳料が減少しないよ

う充分な検討が求められている。

(1) 電算法人の設立

韓国税務士会では、電子税金計算書発行制度に関連し、ドイツのように電子税金計算書事業におい

て中心的な位置に立って収益を創出し市場の公益的な側面で寄与すると同時に、会員の収益性向上を

めざし、韓国税務士会が主軸となる電算法人(ASP 事業者)の設立作業を進めている。

去る 7 月 29 日、現在の全開業会員 8,170 名のうち 4,545 名が参加(参加率/55.63%)して 32 億ウォン

を出資するなど、電算法人設立推進団(新設法人名/（株）ハンギル TIS)の設立準備が進められている。

(2) 電算法人事業の推進現況

① 韓国で発行されている税金計算書はおよそ 6 億枚(最大 10 億枚)前後であり、税金計算書 1 枚あ

たりの発行手数料を 200 ウォンと定める場合、来年から年間 2,000 億ウォン台の新 IT(情報技術)市場

が開拓されることになる。

現在 50 余りの会社を会員会社として出発した電子税金計算書協議会は、1977 年の付加価値税法

導入以降 30 年あまりにわたり使われてきた紙の税金計算書が電子化されることで韓国内の税務慣行

に多大な変化がもたらされると判断している。

②韓国税務士会が設立を進めている電算法人もこれら業者との熾烈な競争が避けられないものと予想

され、これは税務士業界の大変革を予告するものである。

③一方、韓国税務士会は 5 月 4 日にドイツ・ハンブルグにおいてドイツ税務会計プログラムの電算法

人であるダテヴ(Datev)代表のカンプ(Kampf)との懇談会を開き、税務士会が推進中の電算法人設立に

関連する業務協約を結んだところであり、ドイツ式システムの導入を検討中である。

ありがとうございました
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（韓国/副題）税務士名称独占使用のその後

Ⅰ. 序論

改定前“税務代理は税務士の名称にだけ”とする税務代理一元化は、実効性の観点で事実上形式的

な一元化であり、２００３年税務士法改正では、弁護士、公認会計士の税務士自動資格廃止は貫徹させ

ることができず、税務士の名称のみ使用できなくなった。 弁護士と公認会計士に、税務代理業務自体を

排除することはできない現実において、納税者の認識と選択権の観点で、実質的に税務士自動資格を

排除する効果があるといえる。

以後、弁護士の税務士名称使用禁止に対する違憲の可否についての憲法訴訟に対して、憲法裁判

所は、税務士職務の公共性と租税専門家としての固有な役割と同時に各資格者の専門性を通じて,消費

者が合理的な選択ができるようにするところにあるという点で合憲決定を下し、弁護士の税務士自動資格

取得を廃止する改正法律案が、再び国会に発議された。

Ⅱ. 税務士自動資格廃止 の進行過程

韓国税務士制も変遷過程

税務士法は、１９６１年９月９日、国家再建最高委員会議を通過し、誕生した。当時、弁護士と計理士

(公認会計士)に、税務士自動資格を付与した。 １９８９年に税務代理は税務士の名称によってのみする

ことができるようにしたのだが、公認会計士である税務士は、専業である場合、税務士会に加入するように

することによって、実務上、税務士会で公認会計士の税務士の管理が不可能になった。 しかし、各種税

法では、税務代理人は税務士名称にのみ表示され、税務士地位を高めるのに大きい役割をした。

２００３年税務士法改正では議員立法を通じて、弁護士・公認会計士の自動資格排除を推進して、国

会財経委員会を通過したが法司委員会で弁護士出身議員の反対で、自動資格廃止を貫徹させることが

できず、弁護士・公認会計士は各自名称で税務代理業務を遂行できるようにして税務士の名称を使用で

きなくなった。

各国の事例

米国、ドイツ、オーストリア、中国など税務士制度を導入した国は大部分、自動資格を付与しておら

ず、各資格者の名称で税務代理業務を遂行しており、日本の場合、税理士自動資格を付与するが実質

的な税務代理一元化を成し遂げた
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税務士法改正内容

税務士の資格は税務士試験に合格した者、公認会計士および弁護士の資格がある者で従来と同一だ

が、２００４年からは、税務士試験に合格して、税務士資格がある者が、税務代理を始めようとするなら、財

政経済部の税務士登録部に登録しなければならず、ここに登録した者だけが、税務士名称を使え、それ

以外者は税務士または、これと類似の名称を使うことはできない。 法改正後、税務士資格を取得した公

認会計士が税務代理業務開始する時には、財政経済部の税務代理登録部に登録しなければならず、弁

護士は登録することができません。 登録した公認会計士は税務士法規定中、税務代理人としての一般

的で、基本的な事項にのみ適用される

法改正にともなう公認会計士および・弁護士の税務士法適用要約票（表）

(法律第 7032 号)

2003 年 12 月 31 日法改正

法改正前

税務士資格取得者

法改正後

税務士資格取得者

区 分 公認会計士 弁護士 公認会計士 弁護士

1)税務代理業務を開始しようとする時

①財政経済部税務士登録部登録必須 必須 任意 不可 不可

②財政経済部税務代理登録部登録 無関係 無関係 必須 不可

③税務士名称使用可否 可能 可能 不可 不可

2)税務士法適用の有無(登録に限ること)

①韓国税務士会加入および除名規定 無 無 無 無

②教育関連義務規定 無 1) 無 1) 無 無

③懲戒関連規定適用 適用 2) 適用 2) 適用 2) 無

④業務(秘密厳守,信義誠実など)規定 適用 適用 適用 無

⑤罰則規定 適用 適用 適用 無

⑥その他規定 適用 適用 無 無

*1)専業の場合には適用

*2)税務士会会則違反関連した懲戒規定は適用違うこと
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Ⅲ. 税務士名称の独占使用その後

税務士名称独占使用 による効果

(1)税務代理市場で、各資格者間の競争を促進させて、税務サービスの質の向上

(2)消費者にとって、名称混用による被害防止と、税務サービスに対する正確な情報による消費者合理

的な選択権向上

(3)国家専門資格者制度確立と税務士は税務専門家とだという認識を向上

(4)資格があって、名称使用禁止は業務遂行に重要な制限になることができて、実質的に自動資格廃

止と類似の効果

税務士法改正以後進 行事項

1) 弁護士の憲法訴訟に対する税務士法合憲決定

“弁護士が税務代理の業務を遂行する場合には、弁護士本来の名称を使いなさい”とする立法趣旨は、

税務士の固有な専門職域を確認することと同時に、各資格者の名称で表示される専門性を通じて、消費

者が合理的な選択ができるようにするところにあるという点で、その立法目的の正当性と手段の合理性が

認められている。

そして弁護士は、税務士の専門知識を持っていないという点を認めながら、弁護士には‘税務士名称’

だけを禁止しているだけで、弁護士が自身で取り扱う‘業務’の種類として’税務代理’、’租税’と表わすこ

とまで不許可とするのではないので、立法目的を達成するために必要な範囲を抜け出さなかったと見て

いる。

少数の反対意見は、資格を付与して、資格名称の使用を全面的に禁止するのは専門資格者としての

職業遂行に重大な制限を招いて、資格を所持する意味自体も喪失させる結果になるので、初めから資格

を与えないとの差がなくなるだけでなく、資格所持者の客観的真実に基づいた情報提供行為を禁止して、

刑事処罰の対象までみなしたことなので、立法目的達成のために必要な範囲内のことだと見られない。
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2) 自動資格廃止に対する再発議(イ・サンミン議員代表発の：２００８年８．７)

弁護士資格の税務士資格自動取得は合理的な理由なしに、弁護士資格取得者に不当な特典を与え

るということだけでなく、専門性が要求される税務分野の専門性を向上して、進んで消費者らに高品質の

税務サービスを提供するために、弁護士の税務士資格自動取得を廃止しようとすることで①各資格者の

専門性に対する国民の信頼と選択権向上②税務士試験に合格した専門税務士の十分な供給③電子税

制の拡大など、納税環境の変化により税務分野の専門性向上④弁護士法によって、税務代理業務遂行

が可能⑤資格がありながら、名称を使用できない立法的矛盾解決⑥自由貿易協定に基づく、法律サー

ビス分野の事前対応のために必要だという企画財政委員会の肯定的な検討報告がある。

一方、①弁護士は、税務士資格がなくても弁護士法によって,税務代理業務を遂行することが可能なの

で改正案が実益がないという点②国民に対する総合的な法律サービス提供の次元では弁護士にも税務

士資格を付与する必要があるという点、③最近、法学専門大学院(ロースクール)制度が導入されたという

点などを理由に、改正案に反対する意見もある。

Ⅳ. 今後の課題

韓国税務士制度は胎生的限界によって、弁護士と公認会計士に自動資格を付与したが,税務士の十

分な供給、複雑になった納税環境の変化で、税務分野の専門性を向上して、消費者の合理的な選択が

できるように、自動資格廃止は貫徹されなければならないだろう。

税務士は租税専門家としての固有職域と認定されており、自動資格廃止に対する社会的共感の形成

と共に、立法過程でも私たちの正当な論理が反映されており,自動資格廃止は世界的傾向として国民の

合理的選択を保障するための時代的要請である。

現在弁護士の税務士資格自動取得規定を削除しようとする、税務士法一部改正法律案 が発議された

状態なので、これを改正されるようにしなければならないことと、公認会計士の場合には、改正後の税務

士名称使用禁止に対する厳格な法執行の実効性の問題点であって、公認会計士会と粘り強い対話と論

理の研究で自動資格と関連した制度改善の課題が残っている。

今は税務士自動資格廃止の過渡期的過程だと見ることができ、各種資格者の大量輩出と継続的な自

由貿易協定締結で、法律サービス分野の市場開放による税務・会計市場の過当競争の中で租税専門家

としての地位向上と権益確保に主に力を注がなければならないだろう


